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公布された条例のあらまし 
 

亀岡市個人情報保護条例の一部を 

改正する条例要綱 

 

１ 行政機関の保有する個人情報の保護に関す

る法律及び亀岡市情報公開条例との整合を図

り、保有個人情報の開示請求が多様化してい

る現状に適切に対応するため、所要の規定整

備を図ることとした。 

 

２ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市営火葬場条例及び亀岡市印 

鑑条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録

法の廃止に伴い、関係する２条例について住

民基本台帳に記録される外国人住民に関する

規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２４年７月９日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市立幼稚園条例の一部を改正す 

る条例要綱 

 

１ 障がい者制度改革推進本部等における検討

を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの

間において障害者等の地域生活を支援するた

めの関係法律の整備に関する法律における障

害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に

伴い、保育料を減額する限度額の適用条件の

施設名称を改正することとした。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行し、改正後

の規定は、平成２４年４月１日から適用する

こととした。 
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条 例 
 

 亀岡市個人情報保護条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

 

   平成２４年６月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第２１号 

 

亀岡市個人情報保護条例の一部を 

改正する条例 

 

 亀岡市個人情報保護条例（平成１２年亀岡市

条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次中「第２５条」を「第２７条」に、「第

２６条」を「第２８条」に、 

「第５章 雑則（第２７条－第２９条の２） 

 第６章 罰則（第３０条－第３５条）  」

を 

「第５章 事業者に対する措置（第２９条－ 

第３１条） 

 第６章 雑則（第３２条－第３５条） 

 第７章 罰則（第３６条－第４１条）  」

に改める。 

 第２条第２号中「国及び地方公共団体を除

く。」を「国、独立行政法人等（独立行政法人

等の保有する個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５９号）第２条第１項に規定す

る独立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方

公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行政

法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第

１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下

同じ。）を除く。以下「法人等」という。」に

改め、同条第３号ア中「法人その他の団体」を

「法人等」に改め、同条第５号イ中「前ア」を

「ア」に改める。 

 第９条第２項各号列記以外の部分中「もの」

を「者」に改め、同項中第５号を第６号とし、

第４号の次に次の１号を加える。 

⑸ 第１０条第１項ただし書の規定により、

他の実施機関から個人情報の提供を受ける

とき。 

 第９条第３項中「前項第５号」を「前項第６

号」に、「もの」を「者」に改める。 

 第１０条中「当該実施機関は」を「実施機関

は」に改め、同条第１項第５号中「当該実施機

関」を「実施機関」に改め、同号を第６号とし、

第４号の次に次の１号を加える。 

⑸ 本人以外の者に提供することが明らかに

本人の利益になるとき。 

 第１０条第２項中「もの」を「者」に、同条

第３項中「第１項第５号」を「第１項第６号」

に改める。 

 第１１条第２項中「その他」を「その他の」

に改める。 

 第１２条第１項中「もの」を「者」に改める。 

 第１３条第１項中「公文書に記録されている

自己に係る個人情報」を「自己を本人とする保

有個人情報」に、「第１６条、第１７条及び第

１８条において同じ。以下「自己情報」とい

う。」を「第１７条、第１８条及び第１９条に

おいて同じ。」に改め、同条第２項中「制限能

力者」を「未成年者又は成年被後見人」に改め、

同条第３項中「第１６条、第１７条及び第１８

条」を「第１７条、第１８条及び第１９条」に、

「第２３条」を「第２５条」に改める。 

 第１４条を次のように改める。 

 （開示しないことができる保有個人情報） 

第１４条 実施機関は、開示請求に係る保有個

人情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開

示情報」という。）のいずれかが含まれてい

る場合は、当該保有個人情報を開示しないこ
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とができる。 

⑴ 法令等の規定により、開示することがで

きないとされている情報 

⑵ 開示請求をした者（以下「開示請求者」

という。）以外の個人情報又は特定の個人

を識別することはできないが、開示するこ

とにより、なお個人の権利利益を害するお

それがある情報。ただし、次に掲げる情報

を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として開

示請求者が知ることができ、又は知るこ

とが予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護

するため、開示することが必要であると

認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法

（昭和２２年法律第１２０号）第２条第

１項に規定する国家公務員（独立行政法

人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第２条第２項に規定する特定独立行政法

人の役員及び職員を除く。）、独立行政

法人等の役員及び職員、地方公務員法第

２条に規定する地方公務員並びに地方独

立行政法人の役員及び職員をいう。）で

ある場合において、当該情報がその職務

の遂行に係る情報であるときは、当該情

報のうち、当該公務員等の職、氏名及び

当該職務遂行の内容に係る部分 

⑶ 個人の評価、診断、判定、指導等に関す

る情報であって、開示請求者に開示しない

ことが正当であると認められるもの 

⑷ 法人等に関する情報又は事業を営む個人

の当該事業に関する情報であって、開示す

ることにより、当該法人等又は当該事業を

営む個人の競争その他事業活動上の正当な

利益を明らかに害すると認められるもの。

ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 人の生命、身体又は健康を、当該法人

等又は当該事業を営む個人の事業活動に

よって生ずる危害から保護するため、開

示することが必要と認められる情報 

イ 人の生活又は財産を、当該法人等又は

当該事業を営む個人の違法又は著しく不

当な事業活動によって生ずる支障から保

護するため、開示することが必要と認め

られる情報 

⑸ 実施機関の内部、実施機関相互の間又は

本市と国、独立行政法人等、地方公共団体

及び地方独立行政法人（以下「国等」とい

う。）との間における審議、検討又は協議

等に関する情報であって、開示することに

より、率直な意見の交換又は意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれなど、開示

することにより公正な意思形成に著しい支

障が生ずるおそれがあるもの 

⑹ 実施機関が行う許可、認可、争訟等その

他事務事業に関する情報であって、開示す

ることにより、それらの事務事業の公正か

つ適切な執行を著しく妨げるおそれがある

もの 

⑺ 市と国等との間における協議、依頼、協

力等により行う事務に関して実施機関が保

有する情報であって、開示することにより、

市と国等との協力関係又は信頼関係を著し

く損なうと認められるもの 

⑻ 開示することにより、人の生命、身体、

財産等の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査

その他市民生活の安全に支障が生ずるおそ

れがある情報 

 第１５条第１項中「、前条各号のいずれかに

該当する個人情報」を「不開示情報」に、「当

該部分を容易」を「不開示情報に該当する部分

を容易」に改め、同条第２項中「前条各号のい

ずれかに該当する」を「不開示情報を含む」に

改める。 

 第３５条を第４１条とする。 
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 第３４条中「第３０条、第３１条及び第３３

条」を「第３６条、第３７条及び前条」に改め、

同条を第４０条とする。 

 第３３条を第３９条とする。 

 第３２条中「国及び地方公共団体」を「国、

独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行

政法人」に改め、同条を第３８条とする。 

 第３１条を第３７条とし、第３０条を第３６

条とする。 

 第６章を第７章とする。 

 第２９条の２中「規則」を「、規則」に改め、

同条を第３５条とする。 

 第２９条第２項中「自己情報」を「保有個人

情報」に改め、同条第３項中「その他これらに

類する施設」を「その他の本市の施設」に改め、

同条を第３４条とする。 

 第２８条を第３３条とする。 

 第２７条中「保有個人情報の開示」を「個人

情報の保護」に改め、同条を第３２条とする。 

 第５章を第６章とし、第４章の次に次の１章

を加える。 

    第５章 事業者に対する措置 

 （説明又は資料提出の要請） 

第２９条 市長は、事業者が個人情報を不適正

に取り扱っている疑いがあると認めるときは、

当該事業者に対し、事実を明らかにするため

必要な限度において、説明又は資料の提出を

要請することができる。 

 （勧告） 

第３０条 市長は、事業者が個人情報を著しく

不適正に取り扱っていると認めるときは、審

議会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、

その取扱いを是正するよう勧告することがで

きる。 

 （事実の公表） 

第３１条 市長は、事業者が、第２９条の規定

による要請に正当な理由なく応じないとき又

は前条の規定による勧告に従わないときは、

審議会の意見を聴いた上で、その旨を公表す

ることができる。この場合において、審議会

は、当該事業者の意見を聴取するものとする。 

 第２６条第１項中「第２０条第１項及び第 

２２条第１項」を「第２１条第１項及び第２４

条第１項」に、「審査会」を「亀岡市情報公

開・個人情報保護審査会」に改め、同条を第 

２８条とする。 

 第２５条中「第２１条」を「第２３条」に、

「自己情報」を「保有個人情報」に改め、同条

を第２７条とする。 

 第２４条中「個人情報」を「保有個人情報」

に改め、同条を第２６条とする。 

 第２３条第１項中「に対し、当該実施機関が

保有している自己情報の取扱いが、」を「が自

己を本人とする保有個人情報を」に、「不適正

である」を「取り扱っている」に、「当該自己

情報」を「当該保有個人情報」に改め、同条第

２項第１号中「住所」の次に「（法定代理人が

法人である場合にあっては、その商号又は名称

及び住所並びにその代表者の氏名）」を加え、

同項第２号中「自己情報」を「保有個人情報」

に改め、同条第３項中「第１９条第２項」を

「第２０条第２項」に改め、同条を第２５条と

する。 

 第２２条第１項中「第１６条の訂正、第１７

条の削除及び第１８条の利用中止」を「第１７

条の訂正、第１８条の削除及び第１９条の利用

停止」に改め、同項に次のただし書を加える。 

 ただし、第２０条第３項の規定により補正

を求めた場合にあっては、当該補正に要した

日数は、当該期間に算入しない。 

 第２２条第３項中「自己情報」を「保有個人

情報」に改め、同条第４項中「、訂正等」を

「訂正等」に改め、同条を第２４条とする。 

 第２１条第１項中「前条第１項」を「第２１

条第１項」に、「、開示請求に係る個人情報」

を「開示請求に係る保有個人情報」に、「自己
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情報」を「当該保有個人情報」に改め、同条第

２項中「自己情報の開示の方法」を「前項の開

示の方法」に改め、同項後段を削り、同条を第

２３条とする。 

 第２０条第１項中「前条第１項」を「第１３

条第１項」に、「開示の請求書の提出」を「開

示請求」に改め、同項に次のただし書を加える。 

 ただし、前条第３項の規定により補正を求

めた場合にあっては、当該補正に要した日数

は、当該期間に算入しない。 

 第２０条第２項中「前項の」を削り、同条第

３項中「個人情報」を「保有個人情報」に改め、

同条第４項前段に次のただし書を加え、同条を

第２１条とする。 

 ただし、前条第３項の規定による補正に要

した日数は、当該期間に算入しない。 

 第２１条の次に次の１条を加える。 

 （第三者情報の開示等） 

第２２条 実施機関は、開示決定等をしようと

する場合において、当該開示決定等に係る保

有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共

団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外

の者（以下この条において「第三者」とい

う。）に関する情報が含まれているときは、

あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことが

できる。 

 第１９条第１項中「第１６条の訂正、第１７

条の削除又は前条の利用中止」を「第１７条の

訂正、第１８条の削除又は前条の利用停止（以

下「開示等」という。）」に改め、「者」の次

に「（以下「開示等請求者」という。）」を加

え、「請求書」を「書面（以下「開示等請求

書」という。）」に改め、同項第１号中「住

所」の次に「（法定代理人が法人である場合に

あっては、その商号又は名称及び住所並びにそ

の代表者の氏名）」を加え、同項第２号中「個

人情報」を「保有個人情報」に改め、同項第３

号中「規則」を「、規則」に改め、同条第２項

中「前項の規定による請求書を提出しようとす

る者」を「開示等請求者」に、「自己情報」を

「保有個人情報」に改め、同項の次に次の１項

を加え、同条を第２０条とする。 

３ 実施機関は、開示等請求書に形式上の不備

があると認めるときは、開示等請求者に対し、

相当の期間を定めて、その補正を求めること

ができる。この場合において、実施機関は、

開示等請求者に対し、補正の参考となる情報

を提供するよう努めなければならない。 

 第１８条の見出し中「利用中止」を「利用停

止」に改め、同条中「実施機関が」を「、実施

機関が」に改め、「よらないで」の次に「自己

を本人とする」を加え、「自己情報」を「当該

保有個人情報」に、「の中止」を「の停止」に、

「利用中止」を「利用停止」に改め、同条を第

１９条とする。 

 第１７条中「実施機関が」を「、実施機関

が」に改め、「よらないで」の次に「自己を本

人とする保有」を加え、「自己情報」を「当該

保有個人情報」に改め、同条を第１８条とする。 

 第１６条中「実施機関の」を「、自己を本人

とする」に、「自己情報」を「当該保有個人情

報」に改め、同条を第１７条とし、第１５条の

次に次の１条を加える。 

 （保有個人情報の存否に関する情報） 

第１６条 実施機関は、開示請求者に対し、当

該開示請求に係る保有個人情報が存在してい

るか否かを答えるだけで、不開示情報を開示

することとなるときは、当該保有個人情報の

存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒

否することができる。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （亀岡市情報公開条例の一部改正） 
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２ 亀岡市情報公開条例（平成１２年亀岡市条

例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第２号ウを次のように改める。 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法

（昭和２２年法律第１２０号）第２条

第１項に規定する国家公務員（独立行

政法人通則法（平成１１年法律第  

１０３号）第２条第２項に規定する特

定独立行政法人の役員及び職員を除

く。）、独立行政法人等（独立行政法

人等の保有する個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５９号）第

２条第１項に規定する独立行政法人等

をいう。以下同じ。）の役員及び職員、

地方公務員法第２条に規定する地方公

務員並びに地方独立行政法人（地方独

立行政法人法（平成１５年法律第  

１１８号）第２条第１項に規定する地

方独立行政法人をいう。以下同じ。）

の役員及び職員をいう。）である場合

において、当該情報がその職務の遂行

に係る情報であるときは、当該情報の

うち、当該公務員等の職、氏名及び当

該職務遂行の内容に係る部分 

 第７条第３号中「国及び地方公共団体」を

「国、独立行政法人等、地方公共団体及び地

方独立行政法人」に改め、同条第４号中「他

の地方公共団体又はこれらに準ずる団体」を

「独立行政法人等、地方公共団体及び地方独

立行政法人」に改める。 

 第１３条中「地方公共団体」を「独立行政

法人等、地方公共団体、地方独立行政法人」

に改める。 

 （亀岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

の一部改正） 

３ 亀岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

（平成１２年亀岡市条例第３８号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条中「第２６条第１項」を「第２８条

第１項」に改める。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市営火葬場条例及び亀岡市印鑑条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２４年６月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第２２号 

 

亀岡市営火葬場条例及び亀岡市印 

鑑条例の一部を改正する条例 

 

 （亀岡市営火葬場条例の一部改正） 

第１条 亀岡市営火葬場条例（昭和３９年亀岡

市条例第１６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第５条の表中「満１２歳以上」を「１２歳

以上」に、「満１２歳未満」を「１２歳未

満」に、「満１歳未満」を「１歳未満」に改

め、同条の表備考１中「記録又は外国人登録

原票に登録をしている場合」を「記録されて

いる場合」に改める。 

 第７条第１号中「うけている者」を「受け

ている者」に改める。 

 （亀岡市印鑑条例の一部改正） 

第２条 亀岡市印鑑条例（平成６年亀岡市条例

第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第４号中「すべて」を「全て」に改

める。 

 第３条第１項中「次に掲げる者」を「住民

基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下
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「法」という。）に基づき本市の住民基本台

帳に記録されている者」に改め、同項各号を

削り、同条第２項中「満１５歳未満」を 

「１５歳未満」に改める。 

 第６条第１号を次のように改める。 

⑴ 住民基本台帳に記録されている氏名、

氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わ

せたもので表していないもの（外国人住

民（法第３０条の４５に規定する外国人

住民をいう。以下同じ。）にあっては、

住民基本台帳に記録されている通称（以

下「通称」という。）、通称の一部若し

くは通称の一部を組み合わせたもの又は

住民票の備考欄に記載されている氏名の

片仮名による表記（以下「片仮名表記」

という。）、片仮名表記の一部若しくは

片仮名表記の一部を組み合わせたもので

表しているものを除く。） 

 第６条中「うち」を削り、同条第２号中

「氏名」の次に「（外国人住民にあっては、

通称又は片仮名表記を含む。）」を加える。 

 第７条第２項第３号中「氏名」の次に

「（外国人住民にあっては、通称又は片仮名

表記を含む。）」を加える。 

 第９条中「及び外国人登録原票」を削る。 

 第１１条第１項中「き損」を「毀損」に改

める。 

 第１５条第１項第２号及び第３号を次のよ

うに改める。 

⑵ 登録者が死亡、転出等（外国人住民に

あっては、法第３０条の４５の表の上欄

に掲げる者に該当しないこととなった場

合（日本の国籍を取得した場合を除

く。）を含む。）により住民票を抹消し

たとき。 

⑶ 氏又は名（外国人住民にあっては、通

称又は片仮名表記を含む。）の変更によ

り、登録を受けている印鑑が第６条第１

号に該当することとなったとき。 

 第１５条第２項中「もの」を「者」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年７月９日から施行

する。 

 （旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録

の申請の取扱い） 

２ この条例の施行の際現に第２条の規定によ

る改正前の亀岡市印鑑条例第３条第１項第２

号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者

又はその登録の申請をしている者であって、

この条例の施行の日において住民基本台帳法

の一部を改正する法律（平成２１年法律第 

７７号）附則第４条第１項の規定に基づき住

民票が作成されるものは、第２条の規定によ

る改正後の亀岡市印鑑条例第３条第１項の規

定に基づき印鑑の登録を受けている者又は登

録の申請をしている者とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市立幼稚園条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   平成２４年６月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第２３号 

 

亀岡市立幼稚園条例の一部を改正 

する条例 
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 亀岡市立幼稚園条例（昭和４０年亀岡市条例

第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「学校教育法（昭和２２年法律第 

２６号）第７７条」を「学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第２２条」に改める。 

 第３条第３項中「若しくは」を「又は」に改

める。 

 第４条第２項ただし書中「及び特別支援学校

の幼稚部に在籍する又は知的障害児通園施設、

難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部及

び情緒障害児短期治療施設通所部に通う若しく

は児童デイサービス」を「若しくは特別支援学

校の幼稚部に在籍する若しくは情緒障害児短期

治療施設通所部に通う又は児童発達支援及び医

療型児童発達支援」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の

亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成２４年４月

１日から適用する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市暴力団排除条例をここに公布する。 

 

   平成２４年６月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第２４号 

 

亀岡市暴力団排除条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第５条） 

第２章 市の施策 

第１節 市の基本的な施策（第６条－第７

条） 

第２節 市が設置した公の施設の使用の不

承認等（第８条） 

第３節 公共工事からの暴力団排除（第９

条） 

第３章 事業者の遵守事項等（第１０条－第

１３条） 

第４章 青少年の健全育成を図るための措置

（第１４条） 

第５章 雑則（第１５条－第１６条） 

第６章 罰則（第１７条－第１８条） 

 

    第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、亀岡市からの暴力団排除

に関して基本理念を定め、市及び市民等の責

務を明らかにするとともに、暴力団排除のた

めの市の施策、事業者の遵守事項その他の必

要な事項を定めることにより、暴力団の存在

及び暴力団員による不当な行為により市の行

政、市内の事業活動及び市民の生活に生じる

不当な影響を排除し、もって市民の安全・安

心で平穏な生活の確保に資するとともに、青

少年の健全な育成を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定

する暴力団をいう。 

⑵ 暴力団排除 暴力団員による不当な行為
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を防止し、及びこれにより市内の事業活動

又は市民の生活に生じた不当な影響を排除

することをいう。 

⑶ 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。 

⑷ 暴力団員等 次に掲げる者をいう。 

ア 暴力団員 

イ 法人でその役員又は規則で定める使用

人のうちに暴力団員のあるもの 

ウ 個人で規則で定める使用人のうちに暴

力団員のあるもの 

エ 暴力団員がその事業活動を支配する者 

⑸ 市民等 市民（市内に住所を有する者及

び通勤者、通学者等市内に滞在する者並び

に市内に所在する土地又は建物の所有者及

び管理者をいう。）及び事業者（市内で事

業を行う個人及び法人をいう。）をいう。 

⑹ 公共工事 市が発注する建設業法（昭和

２４年法律第１００号）第２条第１項に規

定する建設工事をいう。 

 （基本理念） 

第３条 暴力団が市内の事業活動及び市民の生

活に不当な影響を与える存在であることを認

識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団

に対して資金を提供しないこと及び暴力団を

利用しないことを基本として、暴力団排除は、

国、京都府、市及び市民等が相互に連携し、

及び協力して、社会全体で推進されなければ

ならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、国、京都府、法第３２条の２第

１項の規定により公安委員会から京都府暴力

追放運動推進センターとして指定を受けた者

その他の暴力団員による不当な行為の防止を

目的とする団体及び市民等と連携を図りなが

ら、暴力団排除のための施策を推進するもの

とする。 

 （市民等の責務） 

第５条 市民は、暴力団排除に自主的に、かつ、

相互に連携して取り組むよう努めるとともに、

市が行う暴力団排除のための施策に協力する

よう努めるものとする。 

２ 事業者は、その行う事業に関し、暴力団と

の一切の関係を遮断するよう努めるとともに、

市が行う暴力団排除のための施策に協力する

よう努めるものとする。 

３ 市民等は、暴力団排除に資すると認められ

る情報を知ったときは、市に対し、当該情報

を提供するよう努めるものとする。 

 

    第２章 市の施策 

     第１節 市の基本的な施策 

 

 （市の事務事業における措置） 

第６条 市は、公共工事その他の市の事務又は

事業により暴力団を利することとならないよ

う、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有する者について、市が実施

する入札に参加させない等の必要な措置を講

じるものとする。 

 （市民等に対する支援） 

第７条 市は、市民等が暴力団排除に自主的に、

かつ、相互に連携して取り組むことができる

よう、京都府と共同して市民等に対し情報の

提供、助言、指導その他の必要な支援を行う

ものとする。 

２ 市は、市民等が暴力団排除の重要性につい

て理解を深め暴力団排除の気運が醸成される

よう、京都府と共同して必要な広報及び啓発

を行うものとする。 

 

     第２節 市が設置した公の施設の使

用の不承認等 

 

 （市が設置した公の施設の使用の不承認等） 

第８条 市長若しくは教育委員会又は地方自治
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法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項の規定により指定された法人その他

の団体は、市が設置した公の施設が暴力団の

活動に利用されると認めるときは、当該公の

施設の使用の承認について定める他の条例の

規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく

使用の承認をせず、又は当該使用の承認を取

り消すことができる。 

 

     第３節 公共工事からの暴力団排除 

 

 （公共工事からの暴力団排除） 

第９条 市は、公共工事を請け負わせる契約

（以下「請負契約」という。）を暴力団員等

との間で締結してはならない。 

２ 市と請負契約を締結した者（以下「元請契

約者」という。）は、当該請負契約に係る建

設業法第２条第４項に規定する下請契約（以

下「下請契約」という。）又は当該請負契約

に関連する資材その他の物品の納入若しくは

役務の提供を受ける契約（以下「物品納入等

契約」という。）を暴力団員等との間で締結

してはならない。 

３ 次に掲げる者（以下「下請契約者」とい

う。）は、市の請負契約に関して下請契約を

暴力団員等との間で締結してはならない。 

⑴ 元請契約者と下請契約を締結した者 

⑵ 前号に掲げる者と下請契約を締結した者 

⑶ 前号に掲げる者と下請契約を締結した者 

⑷ 前号に掲げる者と下請契約を締結した者 

⑸ 前号に掲げる者と下請契約を締結した者 

⑹ 前号に掲げる者と下請契約を締結した者 

４ 次に掲げる者（以下「物品納入等契約者

等」という。）は、市の請負契約に関して物

品納入等契約を暴力団員等との間で締結して

はならない。 

⑴ 元請契約者と物品納入等契約を締結した

者 

⑵ 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結

した者 

⑶ 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結

した者 

⑷ 前項各号に掲げる者 

⑸ 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結

した者 

⑹ 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結

した者 

⑺ 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結

した者 

５ 市、元請契約者、下請契約者及び物品納入

等契約者等は、前各項の遵守のため、前各項

に規定する契約の締結に当たり、その相手方

から自己が暴力団員に該当せず、及び第２条

第４号イに規定する役員若しくは使用人又は

同号ウに規定する使用人のうちに暴力団員に

該当する者がいない旨の誓約書を徴しなけれ

ばならない。ただし、規則で定める場合のほ

か、当該契約の契約金額（市が発注する１件

の建設工事に関し同一当事者間において締結

された契約であって前各項に規定するものが

２以上あるときは、その契約金額の総額）が

１５０万円未満の場合については、この限り

でない。 

６ 市、元請契約者、下請契約者及び物品納入

等契約者等は、前項の誓約書を契約の締結の

日から５年間保管しなければならない。 

 

    第３章 事業者の遵守事項等 

 

 （暴力団威力利用行為の禁止） 

第１０条 事業者は、その行う事業に関し、暴

力団の威力を利用してはならない。 

 （利益供与の禁止） 

第１１条 事業者は、その行う事業に関し、暴

力団員等に対し、暴力団の活動を助長し、又

は暴力団の運営に資することとなる金品その
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他の財産上の利益の供与を行ってはならない。 

 （契約時における措置） 

第１２条 事業者は、その行う事業に関して契

約を締結する場合には、次の事項を契約内容

に含めるよう努めるものとする。 

⑴ 事業者が暴力団員等を契約の相手方とし

ないこと。 

⑵ 契約の相手方が暴力団員等であることが

判明したときは、事業者が催告することな

く、当該契約を解除することができること。 

２ 事業者は、その行う事業に関し、その取引

の相手方、その取引の媒介をする者その他の

関係者が暴力団員等でないことを確認し、そ

の取引の相手方に対して、契約時において当

該相手方が暴力団員等に該当しない旨を書面

で誓約させるなど暴力団排除のための必要な

措置を講じるよう努めるものとする。 

 （行政処分） 

第１３条 事業者が暴力団員等である場合又は

第１０条若しくは第１１条の規定に違反した

場合は、市は、指名停止、入札参加資格取り

消しその他の行政処分を行うものとする。 

 

    第４章 青少年の健全育成を図るため

の措置 

 

 （青少年に対する教育等のための措置） 

第１４条 市は、その設置する学校（学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定

する小学校及び中学校をいう。）において、

生徒が暴力団排除の重要性を認識して、暴力

団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被

害を受けないための教育が必要に応じて行わ

れるよう適切な措置を講じるものとする。 

２ 学校及び職場の関係者その他青少年の育成

に携わる者は、青少年が暴力団排除の重要性

を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団

員による犯罪の被害を受けないよう、青少年

に対し、指導し、助言し、その他適切な措置

をとるよう努めるものとする。この場合にお

いて、市は、青少年の育成に携わる者に対し、

情報の提供その他の必要な支援を行うものと

する。 

 

    第５章 雑則 

 

 （委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 （適用上の注意） 

第１６条 この条例の適用に当たっては、市民

等の権利を不当に侵害しないように留意しな

ければならない。 

 

    第６章 罰則 

 

 （罰則） 

第１７条 第９条第５項の誓約書に虚偽の記載

をして提出した者は、１年以下の懲役又は 

５０万円以下の罰金に処する。 

２ 第９条第５項又は第６項の規定に違反した

元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約

者等は、５万円以下の過料に処する。 

 （両罰規定） 

第１８条 法人（法人でない団体で代表者又は

管理人の定めのあるものを含む。以下この条

において同じ。）の代表者又は法人若しくは

人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、前条第１項の違反

行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科

する。 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用

がある場合には、その代表者又は管理人が、

その訴訟行為につき法人でない団体を代表す
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るほか、法人を被告人又は被疑者とする場合

の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 
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規 則 
 

 亀岡市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２４年６月１日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第２６号 

 

亀岡市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市税条例施行規則（昭和６０年亀岡市規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２０条第２項中「変更又は決定」を「決定又は変更」に改める。 

 別記第３６号様式中 

「 

扶養親族該当区分 

控

配 

老

配 

特

定 

同

老 

老

人 

そ

の

他 

同

障 

特

障 

他

障 

         

                                   」を 

「 

控

配

老

配

扶養親族該当区分 

特

定

同

老

老

人

16
歳
未
満

そ

の

他

同

障

特

障

他

障

          

                                   」に改める。 

 別記第３７号様式を次のように改める。 
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第３７号様式（第２０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

      年度 市民税・府民税の決定または変更通知書 

 
納 税 義 務 者  （ 生 年 月 日 ） 通 知 番 号 

               様（    年  月  日）  

世帯番号 行政区コード 指定番号 受 給 者 番 号 

    
決定(変更) 

理由 

 
区      分 変 更 前の額 変更 後の額 差引 増減額 

所

得

金

額

        
        
        
        
        
        
        
        
        

所

得

控

除

金

額 

雑 損 控 除        
医 療 費 控 除        
小規模企業共済掛金控除        
社 会 保 険 料 控 除        
生 命 保 険 料 控 除        
地 震 保 険 料 控 除        
障 ・ 寡 ・ 勤 控 除        
配 偶 者 控 除        
配 偶 者 特 別 控 除        
扶 養 控 除        
基 礎 控 除        

計        
総 所 得 課 税 標 準 額        
分 離 課 税 標 準 額        

 
区      分 変更前の額 変更後の額 差引増減額 

 
整 理 番 号  

市

民

税 

総 所 得 の 所 得 割 額            

分 離 課 税 の 所 得 割 額          
 

  

          (単位 円)

          

 

備    考 

          

 

          

均 等 割 額          

計(100円未満切捨）          

府

民

税 

総 所 得 の 所 得 割 額          

分 離 課 税 の 所 得 割 額          

          

          

 

 

本書のとおり決定(変更)した

ので通知します。 

 

平成  年  月  日 

 

 

亀岡市長   

          

          

均 等 割 額          

計(100円未満切捨）          

年 税 額          
所得割より控除することができなかった
配 当・ 株式 等譲 渡所得 割額 控除 額            

◎給与特別徴収月割額 ◎普通徴収期割税額 

 変更前の額 変更後の額 差引増減額  変更前の額 変更後の額 差引増減額 

特徴税額        普徴税額         

6 月        1 期         

7 月        2 期         

8 月        3 期         

9 月        4 期         

10 月        随時(過年度)         

11 月        随時(過年度)         

12 月        随時(過年度)         

1 月        随時(過年度)         

2 月        口座振替をご利用の方は下記口座から納期限の日に振替させていただきます。

3 月        金 融 機 関 名  

4 月        預金種別 口座番号   

5 月        口 座 名 義 人  

◎年金仮特別徴収月割額 ◎年金特別徴収月割額 

 変更前の額 変更後の額 差引増減額  変更前の額 変更後の額 差引増減額 

仮徴収税額        特徴税額         

4 月        10 月         

6 月        12 月         

8 月        2 月         
 
◎来年度における年金仮特別徴収月割額  

 変更前の額 変更後の額 差引増減額  変更前の額 変更後の額 差引増減額 

4 月        8 月         

6 月        ※2 月分の変更後の税額が 0 円になる場合は、4・6・8 月
における仮徴収は行いません。 

 

 

市・府民税の賦課の根拠について 

地方税法第294条及び亀岡市税条例第23条の規定により市内

に住所を有する(１月１日現在)個人、市内に事務所、事業所、

又は、家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない者も市

民税が課せられます。 

地方税法第24条及び京都府府税条例第24条の規定により市民

税が課せられる個人に対しては府民税が課せられます。 
◎この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の

翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立てをすることができま

す。この税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の異議申立てに係る決

定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市

長が被告の代表者となります。）提起することができます。なお、処分の取

消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起す

ることができないこととされていますが、次に該当する場合は、その決定

を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 ①異議申立てがあった日から3か月を経過しても決定がないとき。 

 ②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため

緊急の必要があるとき。 

 ③その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

◎滞納処分について 

納期限を過ぎても納付いただかない場合は、督促状を発送し

ます。督促後10日を過ぎても納付がないときは、滞納処分を

受けることにもなります。 

◎この税金を納期限を過ぎても納められないときは、延滞金・

督促手数料を納付しなければなりません。 

・延滞金 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年

14.6％（納期限の翌日から１か月を経過する日

までの期間については年7.3％（当該期間の属す

る各年の前年の11月30日を経過する時における

日本銀行法第15条第１項第１号の規定により定

められる商業手形の基準割引率に年４％を加算

した割合が年7.3％に満たない場合は年4％を加

算））の割合を乗じて算出した額となります。 

・督促手数料 督促状１通について100円 

納付がない場合は、納期限後20日以内に督促状

を発送します。 
 

※退職等により特別徴収から普通徴収に切り替えた方について 

あなたの市民税・府民税は、今まで特別徴収として6月から翌 

年5月まで、12回に分割して給料から差し引いて勤務先から毎 

月納入していただいておりましたところ、あなたが年の途中に

退職（休職、その他の理由）されたため、給料から差し引けな

くなりましたので残額を地方税法第321条の7により、あなたか

ら直接納付していただく普通徴収に切り替えましたので通知し

ます。なお、特別徴収で納付いただいた額は、特別徴収月割額

欄の変更後の額で、普通徴収で納付いただく額は、普通徴収期

割税額欄の変更後の額（納付書の額と同じ）となっております。

納付については、同封の納付書でお願い申し上げます。なお、

口座振替をご利用の方は、手続き済みの金融機関等の預金口座

等から納期限の日に振り替えさせていただきます。 

◎税額の計算方法 
所
得
金
額
の
合
計 

－ 

控
除
金
額
の
合
計 

＝ 

課
税
所
得
金
額 

 市民税
税率 ＝ 市民税所得割 －

調整
控除 －

配当
控除 －

住宅借入金等
特別税額控除 － 寄附金税額控除 －

外国税額 
控 除 等 － 

配当・株式等譲 
渡所得割額控除 ＋ 

市民税均等割額
3,000円 ＝

市民税
年税額

×                100円未満切捨て

 府民税
税率 ＝ 府民税所得割 －

調整
控除 －

配当
控除

－ 住宅借入金等
特別税額控除

－ 寄附金税額控除 － 外国税額 
控 除 等 

－ 配当・株式等譲 
渡所得割額控除 ＋ 

府民税均等割額
1,000円 ＝

府民税
年税額

   1,000円未満
切捨て 

      100円未満切捨て

 
 

◎分離課税による所得割の税率 

課 税 所 得 金 額 市民税 府民税

山           林 6.0% 4.0%

分 離 短 期 譲 渡 （ 一 般 分 ） 5.4% 3.6%

分 離 短 期 譲 渡 （ 軽 減 分 ） 3.0% 2.0%

居 住 用 財 産 
の 長 期 譲 渡 

6 , 0 0 0 万円以下の部分 2.4% 1.6%

6,000万円を超える部分 3.0% 2.0%

優良住宅地等 
の 長 期 譲 渡 

2 , 0 0 0 万円以下の部分 2.4% 1.6%

2,000万円を超える部分 3.0% 2.0%

一 般 の 長 期 譲 渡 3.0% 2.0%

株式等 
の譲渡 

上場株式等 
証券会社を通じた売却 1.8% 1.2%

上記以外の売却
3.0% 2.0%

未 公 開 株 式 等

上 場 株 式 等 の 配 当 1.8% 1.2%

先 物 取 引 3.0% 2.0%

◎税額控除(配当控除) 

課税所得金額 
 
種 類 

1,000万円
以下の部分

1,000万円
超 の 部 分

市民税 府民税 市民税 府民税

利 益 の 配 当 等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

外 貨 建 等 証 券 投 資 信 託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 

◎税額控除（調整控除） 

合計課税所得金額が200万円以下の者 
次の①と②のいずれか少ない額の5％(府民税2％、市民税
3％）に相当する金額 
 ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合

においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
 ②合計課税所得金額 

合計課税所得金額が200万円超の者 
①の金額から②の金額を控除した金額(5万円を下回る場
合は5万円)の5％(府民税2％、市民税3％)に相当する金額
 ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合

においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
 ②合計課税所得金額から200万円を控除した金額 

控除の種類 金額 控除の種類 金額

基 礎 控 除 5万円 配偶者
控 除

一般 5万円

障害者
控 除

普通 1万円 老人 10万円

特別 10万円 配 偶 者
特 別
控 除

38万円超40万円未満 5万円

同居特別 22万円 40万円以上45万円未満 3万円

寡 婦
控 除

一般 1万円

扶養控除

一般 5万円

特別 5万円 特定 18万円

寡 夫 控 除 1万円 老人 10万円

勤労学生控除 1万円 同居老親等 13万円

◎税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
区  分 市民税 府民税 

配 当 割 額 又 は
株 式 等 譲 渡 所 得 割 額 3／5 2／5 

◎税額控除(住宅借入金等特別税額控除) 
前年分の所得税において平成11年から18年まで又は平成21
年から25年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用
を受けた場合、①から②を控除した金額(前年分の所得税に
係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(97,500円
を限度)を超える場合には、当該金額)に下欄の割合を乗じた
額 
 ①前年度の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増

改築等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しく
は平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有す
る場合には、当該金額がなかったものとして計算した金
額) 

 ②前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の
金額) 

※平成11年から18年までの間に入居した者で、市長に住宅借
入金等特別税額控除申告書を提出した場合、上記の控除額
に代えて、地方税法附則第5条の4の規定に基づいて算出し
た金額 

市民税 3／5 府民税 2／5 

◎税額控除（寄附金税額控除） 

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計
額が総所得金額の合計額の30％を超える場合には当該30％
に相当する金額)が2千円を超える場合には、その超える金額
の府民税は4％、市民税は6％に相当する金額 
１ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金 
２ 京都府の共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する

寄附金 
３ 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民

の福祉の増進に寄与する寄附金として京都府又は亀岡
市の条例で定めるもの 

 
 ただし1の寄附金が2千円を超える場合は、その超える
金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得
た額の府民税は5分の2、市民税5分の3に相当する金額
をさらに加算した金額(所得割の10％に相当する金額を超
えるときは、その10％に相当する金額） 
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合 

0円以上195万円以下 85％ 
195万円を超え330万円以下 80％ 
330万円を超え695万円以下 70％ 
695万円を超え900万円以下 67％ 
900万円を超え1,800万円以下 57％ 

1,800万円超 50％ 
0円未満 
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合）

90％ 

0円未満 
(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合）

地方税法に
定める割合

 

◎所得控除 

雑 損 
控 除 

(実質損失額－総所得金額等の
合計額×10％)又は(災害関連支
出の金額－5万円）のうちいずれ
か多い方の金額 

医 療 費 
控 除 

医療費の実質負担額－(10万円
と総所得金額等の5％のいずれ
か低い金額)(限度額200万円) 

社会保険 
料控除等 支払金額 

生

命

保

険

料

控

除 

支払金額 控除額 

15,000円以下のとき 全額 

15,000円超 
40,000円以下のとき

支払金額の 
½＋7,500円 

40,000円超 
70,000円以下のとき

支払金額の 
¼＋17,500円 

70,000円超のとき 35,000円 

 支払った生命保険料に、一般のもの
と個人年金保険料の両方がある場合
は、それぞれの控除額を上の算式で計
算し、合計します。 

地

震

保

険

料

控

除 

地
震
保
険
料

支払金額         控除額
50,000円以下のとき…支払金額の½
50,000円超のとき…………25,000円

旧
長
期
契
約

支払金額         控除額
5,000円以下のとき ……………全額
5,000円超15,000円以下のとき 
     …支払金額の½＋2,500円
15,000円超のとき…………10,000円

地震保険、旧長期の両方がある場合は、
限度額は25,000円 

配 偶 者 控 除 一 般 
老 人 

33万円
38万円

配
偶
者
特
別
控
除 

所得金額 控除額
380,001～449,999円 33万円
450,000～499,999円 31万円
500,000～549,999円 26万円
550,000～599,999円 21万円
600,000～649,999円 16万円
650,000～699,999円 11万円
700,000～749,999円 6万円
750,000～759,999円 3万円

760,000円～ 0円

障害 者控除

(特別障害者の場合)

(同居特別障害者の場合)

26万円

30万円

53万円

寡婦(寡夫)控除

(特別寡婦の場合)

26万円

30万円

勤労学生控除 26万円

扶

養

一   般 33万円

老   人 38万円

特   定 45万円

同居老親等 45万円

基 礎 控 除 33万円

 

◎税率 
・均等割      市民税 3,000円 府民税 1,000円 
・所得割(総合課税分)市民税   6％ 府民税   4％ 

(注)１ 分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。 
  ２ 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除がある場合は、所得割から控除されます。
  ３ 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課

税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金
額は含まれません。 
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   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の

別記第３６号様式及び別記第３７号様式につい

ては、平成２４年度の市民税・府民税の課税分

から適用する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市個人情報保護条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

 

   平成２４年６月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第２７号 

 

亀岡市個人情報保護条例施行規則 

の一部を改正する規則 

 

 亀岡市個人情報保護条例施行規則（平成１２

年亀岡市規則第５５号）の一部を次のように改

正する。 

 

 「自己情報」を「保有個人情報」に、「利用

中止」を「利用停止」に改める。 

 第３条第１項中「第１９条」を「第２０条」

に、「請求書の提出」を「開示等請求書の提

出」に改め、同条第２項中「請求書」を「開示

等請求書」に改め、同条第３項中「第１９条第

１項第３号」を「第２０条第１項第３号」に改

める。 

 第４条第１項中「第２０条第２項」を「第 

２１条第２項」に、「第２２条第２項」を「第

２４条第２項」に改め、同条第２項中「第２０

条第４項及び第２２条第５項」を「第２１条第

４項及び第２４条第５項」に改める。 

 第５条中「第２１条第２項」を「第２３条第

２項」に改める。 

 第６条中「第２３条第２項」を「第２５条第

２項」に改める。 

 第７条中「第２３条第４項」を「第２５条第

４項」に改める。 

 第８条第１項中「第２５条の」を「第２７条

に規定する」に改める。 

 第１０条中「第２８条」を「第３３条」に改

める。 

 別記第２号様式中「     様」を「（宛

先）亀岡市長」に、「第１９条の規定に基づ

き」を「第２０条の規定により」に改める。 

 別記第３号様式中「第２０条第１項」を「第

２１条第１項」に改める。 

 別記第４号様式中「第２２条第１項」を「第

２４条第１項」に改める。 

 別記第５号様式中「第２２条第１項」を「第

２４条第１項」に、「利用を中止」を「利用を

停止」に改める。 

 別記第６号様式中「第２０条第４項及び第 

２２条第５項」を「第２１条第４項及び第２４

条第５項」に改める。 

 別記第７号様式中「亀岡市長 様」を「（宛

先）亀岡市長」に、「第２３条第２項」を「第

２５条第２項」に改める。 

 別記第８号様式中「第２３条第４項」を「第

２５条第４項」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （亀岡市文書取扱規則の一部改正） 

２ 亀岡市文書取扱規則（平成１３年亀岡市規

則第２７号）の一部を次のように改正する。 
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 第６９条第３項中「第２０条第１項」を

「第２１条第１項」に、「記録された個人情

報」を「記録された保有個人情報」に改める。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市事務分掌規則等の一部を改正する規則

をここに公布する。 

 

   平成２４年６月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第２８号 

 

亀岡市事務分掌規則等の一部を改 

正する規則 

 

 （亀岡市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 亀岡市事務分掌規則（平成１２年亀岡

市規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３環境市民部の部市民課の項中「外

国人登録法」を「特別永住者及び在留管理」

に改める。 

 （亀岡市公印規則の一部改正） 

第２条 亀岡市公印規則（昭和３０年亀岡市規

則第６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１０の項中「住民基本台帳カード裏

面追記領域記載事項専用」を「住民基本台帳

カード裏面追記記載事項並びに特別永住者証

明書及び在留カード裏面住居地記載欄記載事

項用」に改め、同表第１２の項中「戸籍、住

民基本台帳、外国人登録、印鑑登録証明及び

電子証明事務用」を「戸籍法（昭和２２年法

律第２２４号）及び住民基本台帳法（昭和 

４２年法律第８１号）に基づく事務及び証明、

印鑑登録証明並びに電子証明事務用、特別永

住者証明書交付予定通知書並びに特別永住者

に係る送付及び報告書」に改め、同表第１９

の項中「戸籍、住民基本台帳、外国人登録、

印鑑登録証明及び電子証明事務用、自動車臨

時運行許可、死体埋火葬許可、火葬場使用許

可並びに火葬執行証明用」を「戸籍法及び住

民基本台帳法に基づく事務及び証明、印鑑登

録証明並びに電子証明事務用、特別永住者証

明書交付予定通知書、特別永住者に係る送付

及び報告書並びに死体埋火葬許可、火葬場使

用許可、火葬執行証明並びに自動車臨時運行

許可用」に改める。 

 （亀岡市生活保護法施行細則の一部改正） 

第３条 亀岡市生活保護法施行細則（平成１３

年亀岡市規則第２４号）の一部を次のように

改正する。 

 別記第１号様式中「外国人登録手帳」を

「在留カード等」に改め、「・出生地」を削

る。 

 別記第１２号様式中「うけた」を「受け

た」に、「あて先」を「宛先」に改める。 

 別記第１３号様式から別記第１５号様式ま

での規定中「あて先」を「宛先」に改める。 

 別記第１６号様式中「あて先」を「宛先」

に、「申告もれ」を「申告漏れ」に改める。 

 別記第１７号様式中「あて先」を「宛先」

に、「すべて」を「全て」に改める。 

 別記第１８号様式中「あて先」を「宛先」

に改める。 

 別記第１９号様式中「あて先」を「宛先」

に、「すべて」を「全て」に、「もの」を

「者」に改める。 

 別記第２３号様式中「あて先」を「宛先」

に改める。 

 （亀岡市循環型社会推進条例施行規則の一部

改正） 

第４条 亀岡市循環型社会推進条例施行規則 
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（平成１３年亀岡市規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「申込み」を「申込」に改める。 

 第１３条及び第１５条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第２２条第２項中「若しくは」を「又は」に改める。 

 別記第３号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 別記第５号様式中「あて先」を「宛先」に、「汚でい」を「汚泥」に改め、「又は外国人登録

済証明書」を削り、「附近」を「付近」に改める。 

 別記第７号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 別記第８号様式中「あて先」を「宛先」に、「汚でい」を「汚泥」に改める。 

 別記第９号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 （亀岡市印鑑条例施行規則の一部改正） 

第５条 亀岡市印鑑条例施行規則（平成６年亀岡市規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「又は外国人登録原票」を削る。 

 別表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第８条関係） 

文書の種類 様式 

印鑑登録申請書・印鑑登録廃
止申請書・登録者暗証番号登
録申請書 

別記第１号様式 
（条例第４条関係） 
（条例第１０条関係） 
（条例第１４条関係） 

照会書、回答書及び代理権授
与通知書 

別記第２号様式 
（条例第５条関係） 

印鑑登録原票 別記第３号様式 
（条例第７条関係） 

印鑑登録証 別記第４号様式 
（条例第８条関係） 

登録者暗証番号登録申請の照
会書、回答書及び代理権授与
通知書 

別記第５号様式 
（条例第１０条関係） 

印鑑登録者識別カード 別記第６号様式 
（条例第１０条関係） 

印鑑登録証・印鑑登録者識別
カード再交付申請書 

別記第７号様式 
（条例第１１条関係） 

登録者暗証番号変更申請書 別記第８号様式 
（条例第１２条関係） 

登録者暗証番号廃止申請書 別記第９号様式 
（条例第１３条関係） 

印鑑登録の抹消通知書 別記第１０号様式 
（条例第１５条関係） 

印鑑登録証明書 別記第１１号様式 
（条例第１６条関係） 

印鑑登録証明書交付申請書 別記第１２号様式 
（条例第１７条関係） 

代理権授与通知書 別記第１３号様式 
（第４条関係） 

印鑑登録申請者、暗証番号登
録申請者、暗証番号変更申請
者、暗証番号廃止申請者の保
証書 

別記第１４号様式 
（第４条関係） 
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 別記第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別記第２号様式中「身分証明書」を「本人確認証」に、「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市

長」に改める。 

 別記第３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号様式 

印鑑登録申請書・印鑑廃止申請書 
登 録 者 暗 証 番 号 登 録 申 請 書 

 

（宛先）亀岡市長                                                     年  月  日 
 

  □ 印鑑登録     □ さくらカード登録     □ 印鑑廃止 
                （印鑑登録者識別カード） 
              （代理人による登録はできません） 

上記のことについて、次のとおり申請します。 

窓 口 に 

来られた方 

住  所 
                                       （電話） 

フ リ ガ ナ 

氏  名                     ㊞ 性  別 男・女 生年月日          年   月   日

 

 どなたの登録・廃止が必要ですか？（廃止の場合は廃止理由等もご記入ください） 
 

 □ 本人  □ 本人以外（登録・廃止される方の住所・氏名をご記入ください） 

登録印鑑 
暗証番号 

（さくらカード登録の方） 登録印鑑 
住所

亀岡市 

 ４ケタの数字を書いてください  

氏名
 

性別 男・女    

生年
月日

          年   月   日

◆代理人の場合は、委任の旨を証する書面を添付してください。なお、即日交付はできません。 
◆本人の場合でも即日交付できない場合があります。 ◆暗証番号の登録の際は、必ず「印鑑登録証」を添えて申請してください。（交換時のみ） 

 □ 本人確認   □ 代理人確認（免、保、パ、住Ｂ、年金、他（    ）（№            ） 

１ 照会書  期限      年   月   日 

２ 免許証  パスポート・住基カード等（№              ） 

３ 保証書  保、年金、他（    ）（№              ） 

４ その他  （                           ） 

確 認      年   月   日

印 鑑 番 号  

登録証番号  

 登録証受領者氏名 受領印 

 

 ㊞ 

 

廃 止
理 由

１ 登録印鑑の亡失 

２ 登録印鑑の変更 

３ 登録証（カード）の亡失 

４ その他 

登録証
番 号

 

登録証
の返納

     年   月   日

受 

付

 作 

成

 照 

合

 交 

付

 

第３号様式 

 

 

印 鑑 登 録 原 票 
 

 

   

氏   名 

 

性   別 

 
 印    鑑  

   

  

生 年 月 日 

 

  

住   所 

 

   

 

備  考 

 

登 録 番 号  

登 録 年 月 日  登 録 事 由  

廃 止 年 月 日  廃 止 事 由  

登 録 証 番 号  
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 別記第４号様式中「受付け」を「受付」に、「登録証と代理人に認印を」を「登録証を代理人

に」に、 

「５ 転出、廃鑑、死亡等の場合はこの登録証を返してください。 」を 

「５ 転出、廃鑑、死亡等の場合は、この登録証をお返しください。 

 ６ 窓口では申請者の本人確認書類の提示をお願いします。   」に改める。 

 別記第５号様式を削る。 

 別記第６号様式中「身分証明書」を「本人確認証」に、「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市

長」に改め、「提出に」の次に「（さくらカードの受領に）」を加え、同様式を別記第５号様式

とする。 

 別記第７号様式中「カードと代理人の認印を」を「カードを代理人に」に、 

「◆ このカードは、折り曲げたり磁気に近づけないでください。」を 

「◆ このカードは、折り曲げたり磁気に近づけないでください。 

 ◆ 窓口では申請者の本人確認書類の提示をお願いします。  」 

に改め、同様式を別記第６号様式とし、同様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７号様式 

 

印鑑登録証      再交付申請書 
印鑑登録者識別カード 

 

（宛先）亀岡市長 

 

 次のとおり再交付を申請します。                                             年  月  日

窓 口 に 

来られた方 

（申請者） 

住  所 亀岡市 

氏  名                     ㊞ 世 帯 主 
 

生年月日           年    月    日 性   別 男 ・ 女 

再 交 付 の 

理   由 

（数字を○で囲む） 

１ 汚損 

２ 毀損 

旧登録証番号 
 

新登録証番号 
 

再交付する方（該当の番号を○で囲んでください。） 

  １ 本 人   ２ 本人以外（下記の欄にご記入ください。） 

  住  所                           

  氏  名                           

  生年月日               年   月   日   

新 登 録 証 

受領者氏名 
                ㊞ 

受 付 作 成 照 合 交 付 

    

確認方法 

 □免許証 □パスポート 
□保険証 □住基カード（№               ） 
□その他（                       ） 
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 別記第８号様式及び別記第９号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８号様式 

 

登 録 者 暗 証 番 号 変 更 申 請 書 
 

（宛先）亀岡市長                                                    年  月  日 

 

 次のとおり印鑑登録者識別カードの暗証番号の変更を申請します。 

本 
 

 
 

 

人 

住   所 亀岡市 性 別 暗 証 番 号 

氏   名                                     ㊞ 
男 

・ 

女 

４ケタの数字を書いてください

生 年 月 日                       年      月      日 

    

 

申請の理由 

 （該当する理由を○で囲んでください。） 

 １ 暗証番号を忘れたため 

 ２ 暗証番号を第三者に知られたため 

 ３ その他（                    ） 

［注意事項］ 

※代理人による暗証番号の変更はできません。 

※暗証番号の変更の際は、必ず「印鑑カード」を添えて申請してください。

※本人確認の方法が「照会書」による場合は、即日変更はできません。 

 

確

認

方

法 

１ 照会書    期限         年    月    日 

２ 免許証、パスポート、住基カード等（№           ） 

３ 保証書 保、年金、他（    ）（№           ） 

４ その他（                 ） 

確   認            年   月   日 

登録証番号  

受 

付
 

作 

成
 

照 

合
 

交 

付
 

第９号様式 

 

登 録 者 暗 証 番 号 廃 止 申 請 書 
 

（宛先）亀岡市長                                                    年  月  日 

 

 次のとおり印鑑登録者識別カードの暗証番号の廃止を申請します。 

本 
 

 
 

 

人 

住   所 亀岡市 

氏   名                                             ㊞ 性  別 

生 年 月 日                         年        月        日 男 ・ 女 

［注意事項］ 

※代理人による暗証番号の廃止届はできません。 

※「印鑑カード」を添えて申請してください。 

確

認

方

法 

 

１ 照会書    期限         年    月    日 

２ 免許証、パスポート、住基カード等（№           ） 

３ 保証書 保、年金、他（    ）（№           ） 

４ その他（                 ） 

確   認            年   月   日 

旧 登 録 証

番 号
 

新 登 録 証

番 号
 

新 登 録 証

受領者氏名
                   ㊞ 

受 

付 

 
作 

成 

 
照 

合 

 
交 

付 
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 別記第１１号様式を削る。 

 別記第１２号様式を別記第１０号様式とし、同様式の次に次の２様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１号様式 

 

 

印 鑑 登 録 証 明 書 
 

 

   

氏     名 

 性 

別 

 
 印    鑑  

   

  

生 年 月 日 

 

  

住     所 

 

   

 

備  考 

 

 本書は、印鑑登録原票に登録された印影の写しであることを証明します。 

 

 

         年   月   日 

 

 

 

                                            京都府亀岡市長        

 

印 

第１２号様式 

印鑑登録証明書交付申請書 
 

（宛先）亀岡市長                                  年  月  日 

窓口に来られた方 

（申請者） 

住  所 
                    （電話） 

フリガナ 

氏  名 
 

生年月日        年   月   日

 

印
鑑
登
録
証
明
書 

必
要
な
人 

登録証番号 枚数 「本人以外」をチェックされた場合、下記の記入をお願いします。

 ・必要な方の住所 

   □ 申請者と同じ 

   □ 亀岡市                       

                               

 ・必要な方の氏名・生年月日 
 

   氏名
フリガナ

           生年月日      年  月  日

№ 

枚

 

誰のものが必要ですか 

 □本人（窓口に来られた方） 

 □本人以外 

必
要
な
人 

登録証番号 枚数 「本人以外」をチェックされた場合、下記の記入をお願いします。

 ・必要な方の住所 

   □ 申請者と同じ 

   □ 亀岡市                       

                               

 ・必要な方の氏名・生年月日 
 

   氏名
フリガナ

           生年月日      年  月  日

№ 

枚

 

誰のものが必要ですか 

 □本人（窓口に来られた方） 

 □本人以外 

◆窓口では申請者の本人確認書類の提示をお願いします。 

本人確認 □免  □職 

□保  □資 

□パ  □別紙 

□住Ｂ □その他(   ) 

受付 作成 照合 交付 
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 別記第１５号様式中「亀岡市長 様」を

「（宛先）亀岡市長」に、「数字を○で囲

む」を「該当の番号を○で囲んでくださ

い。」に改め、同様式を別記第１３号様式と

する。 

 別記第１６号様式中「亀岡市長 様」を

「（宛先）亀岡市長」に改め、同様式を別記

第１４号様式とする。 

 （亀岡市自動車臨時運行許可に関する規則の

一部改正） 

第６条 亀岡市自動車臨時運行許可に関する規

則（平成１５年亀岡市規則第１９号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第３項第１号イを削り、ウをイとす

る。 

 第７条第１項及び第８条中「き損」を「毀

損」に改める。 

 別記第１号様式中「異義」を「異議」に、

「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市長」に

改める。 

 別記第３号様式中「き損」を「毀損」に、

「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市長」に

改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２４年７月９日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 亀岡市職員児童手当支給規則を廃止する規則

をここに公布する。 

 

   平成２４年６月２１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第２９号 

 

亀岡市職員児童手当支給規則を廃 

止する規則 

 

 亀岡市職員児童手当支給規則（昭和６１年亀

岡市規則第２５号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市告示第１４４号 

 

 平成２４年度亀岡市国民健康保険料の基礎賦

課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付

金賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、

亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市条

例第７号）第１６条第３項、第１６条の６の５

第３項及び第１６条の１０第３項の規定により

告示する。 

 

   平成２４年６月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 基礎賦課額の保険料率 

 所 得 割   100分の8.10 

 被保険者均等割    25,000円 

 世 帯 別 平 等 割    21,000円 

 世帯別平等割半額    10,500円 

 

  軽減額 ７割 被保険者均等割 17,500円 

         世 帯 別 平 等 割 14,700円 

         世帯別平等割半額  7,350円 

      ５割 被保険者均等割 12,500円 

         世 帯 別 平 等 割 10,500円 

         世帯別平等割半額  5,250円 

      ２割 被保険者均等割  5,000円 

         世 帯 別 平 等 割  4,200円 

         世帯別平等割半額  2,100円 

 

２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

 所 得 割   100分の1.90 

 被保険者均等割     6,500円 

 世 帯 別 平 等 割     5,500円 

 世帯別平等割半額     2,750円 

  軽減額 ７割 被保険者均等割  4,550円 

         世 帯 別 平 等 割  3,850円 

         世帯別平等割半額  1,925円 

      ５割 被保険者均等割  3,250円 

         世 帯 別 平 等 割  2,750円 

         世帯別平等割半額  1,375円 

      ２割 被保険者均等割  1,300円 

         世 帯 別 平 等 割  1,100円 

         世帯別平等割半額    550円 

 

３ 介護納付金賦課額の保険料率 

 所 得 割   100分の2.40 

 被保険者均等割     8,500円 

 世帯別平等割     5,000円 

 

  軽減額 ７割 被保険者均等割  5,950円 

         世帯別平等割  3,500円 

      ５割 被保険者均等割  4,250円 

         世帯別平等割  2,500円 

      ２割 被保険者均等割  1,700円 

         世帯別平等割  1,000円 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１４５号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２４年６月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 
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記 

 

亀１１０５－２１０１０ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２４年６月１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１４６号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２４年６月６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１２４－９９０７２ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２４年６月６日 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第１４７号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   平成２４年６月７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域内に放置

されていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ亀岡駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ馬堀駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ並河駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ千代川駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

平成２４年６月７日（木） 

午後１時００分～午後３時３０分 

４ 撤去し、保管した台数  １５台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３箇月間 

７ 返還期間 

月曜日～土曜日 午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

① 撤去された自転車は、保管場所で引き取

ることができます。 

② 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要です。 

③ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担していただきます。 

９ 引取りのない場合の措置 

 保管期間を経過しても引取りのない自転車

は、関係法令の規定により処分します。 
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※ 連絡先 まちづくり推進部 土木管理課 電話 0771（25）5043 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１４８号 

 

 下記の自動車臨時運行許可番号は、失効したので告示する。 

 

   平成２４年６月８日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

自動車臨時運行 

許可番号標番号 
失効年月日 許可を受けた者の住所・氏名 許可年月日 

京２４１亀岡 平成２４年６月８日 省略 平成２４年３月２８日 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１４９号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２４年６月８日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１２６－２２０３７ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２４年６月８日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１５０号 

 

 地縁による団体において、告示事項の変更が

あったので、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第２６０条の２第１０項の規定により

告示する。 

 

   平成２４年６月１２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

「西別院町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所   省略 

   氏名 廣瀬 一夫 

２ 変更年月日 

   平成２４年４月７日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１５１号 

 

 地縁による団体において、告示事項の変更が

あったので、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第２６０条の２第１０項の規定により

告示する。 

 

   平成２４年６月１２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

「東別院町大野区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所   省略 

   氏名 山崎 文雄 

２ 変更年月日 

   平成２４年４月８日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１５２号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２４年６月１２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０３０８－４５００６ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２４年６月１２日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１５３号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２４年６月１５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１１２１－３３００４ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２４年６月１５日 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１５４号 

 

 亀岡市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（昭和４８年亀岡市告示第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

   平成２４年６月１９日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 第２条第１項の表１中 

「 

１ 生活保護法（昭和25年法律
第144号）の規定による保護
を受けている世帯 

入園料、
保育料の
合計額 

年額223,200円 年額264,000円 年額303,000円 

２ 当該年度に納付すべき市民
税が非課税となる世帯 

年額193,200円 年額249,000円 年額303,000円 ３ 当該年度に納付すべき市民
税の所得割が非課税となる世
帯 

４ 当該年度に納付すべき市民
税の所得割課税額が34,500円
以下の世帯 

年額109,200円 年額207,000円 年額303,000円 

５ 当該年度に納付すべき市民
税の所得割課税額が183,000
円以下の世帯 

年額46,800円 年額175,000円 年額303,000円 

                                           」 

を 

「 

１ 生活保護法（昭和25年法律
第144号）の規定による保護
を受けている世帯 

入園料、
保育料の
合計額 

年額226,200円 年額266,000円 年額305,000円 

２ 当該年度に納付すべき市民
税が非課税となる世帯 

年額196,200円 年額251,000円 年額305,000円 ３ 当該年度に納付すべき市民
税の所得割が非課税となる世
帯 

４ 当該年度に納付すべき市民
税の所得割課税額が77,100円
以下の世帯 

年額112,200円 年額209,000円 年額305,000円 

５ 当該年度に納付すべき市民
税の所得割課税額が211,200
円以下の世帯 

年額49,800円 年額178,000円 年額305,000円 

                                           」 

に改め、同項の表２中 
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「 

１ 生活保護法（昭和25年法律
第144号）の規定による保護
を受けている世帯 

入園料、
保育料の
合計額 

年額244,000円 年額303,000円 

２ 当該年度に納付すべき市民
税が非課税となる世帯 

年額222,000円 年額303,000円 ３ 当該年度に納付すべき市民
税の所得割が非課税となる世
帯 

４ 当該年度に納付すべき市民
税の所得割課税額が34,500円
以下の世帯 

年額159,000円 年額303,000円 

５ 当該年度に納付すべき市民
税の所得割課税額が183,000
円以下の世帯 

年額111,000円 年額303,000円 

                                           」 

を 

「 

１ 生活保護法（昭和25年法律
第144号）の規定による保護
を受けている世帯 

入園料、
保育料の
合計額 

年額247,000円 年額305,000円 

２ 当該年度に納付すべき市民
税が非課税となる世帯 

年額224,000円 年額305,000円 ３ 当該年度に納付すべき市民
税の所得割が非課税となる世
帯 

４ 当該年度に納付すべき市民
税の所得割課税額が77,100円
以下の世帯 

年額161,000円 年額305,000円 

５ 当該年度に納付すべき市民
税の所得割課税額が211,200
円以下の世帯 

年額114,000円 年額305,000円 

                                           」 

に改め、同条第２項ただし書中「及び特別支援学校の幼稚部に在籍する又は知的障害児通園施設、

難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部に通う若しくは児

童デイサービス」を「若しくは特別支援学校の幼稚部に在籍する若しくは情緒障害児短期治療施設

通所部に通う又は児童発達支援及び医療型児童発達支援」に改める。 

 第５条第２項中「入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類」を「保育料等の

減免確認書」に改める。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 別記第２号様式中「３４，５００円以下」を「７７，１００円以下」に、「１８３，０００円以

下」を「２１１，２００円以下」に改める。 

 別記第３号様式を次のように改める。 
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 別記第４号様式中「あて先」を「宛先」に、「３４，５００円以下」を「７７，１００円以下」

に、「１８３，０００円以下」を「２１１，２００円以下」に改める。 

 別記第５号様式中「保育料の減免確認書」を「保育料等の減免確認書」に改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、平成２４年度分の補助金から適用する。 

 

「掲示済」 

 

第３号様式（第３条関係） 

保育料等減免措置に関する調書 

                                  年  月  日作成

在園幼児（太線枠内を記入して下さい） 幼稚園記入欄 

氏名 性別 生年月日 区分 入園年月日

入園料 

※   年度
発生の場合
のみ記入 

保育料 

（   年度

年間) 

 男・女  年 月 日 
満３歳児・３歳児
４歳児･５歳児  年 月 日   

 男・女  年 月 日 
満３歳児・３歳児
４歳児･５歳児  年 月 日   

 男・女  年 月 日 
満３歳児・３歳児
４歳児･５歳児  年 月 日   

幼稚園名                               幼稚園 

 

世 帯 の 状 況 

氏 名 

在園幼児と生計 
が同一の者全員 
を記入する。 

生年月日 性別 続柄 

※ 下記のいずれか

に該当する兄姉に

○印、在学校等の

名称・学年を記入

市町村民税課税額 

○印 名称・学年
住宅借入
金等特別
税額控除

所得割額 均等割額

   年  月  日 男・女    

   年  月  日 男・女    

   年  月  日 男・女    

   年  月  日 男・女    

   年  月  日 男・女    

   年  月  日 男・女    

   年  月  日 男・女    

 

※① 小学校１年生から３年生までである。 

② 他の幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校の幼稚部に在籍するか又は情緒障害児短期治療施設

通所部に通っている。 

③ 小学校就学前であって、児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している。 

 

・ 上記のとおり相違ありません。 

・ 上記の世帯員の市町村民税課税額及び学校等への在籍状況について、亀岡市教育委員会教育総務課が各行

政機関等に確認することを承諾します。 

保護者 
住 所  

氏 名                                 ㊞ 

 

 上記の者は、当幼稚園の在園児であることを証明します。 

       年  月  日 

（宛先）亀岡市長 

                      幼稚園の設置者                 ㊞ 
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 亀岡市告示第１５５号 

 

 亀岡市在日外国人高齢者特別給付金支給要綱

等の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

   平成２４年６月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市在日外国人高齢者特別給付 

金支給要綱等の一部を改正する告 

示 

 

 （亀岡市在日外国人高齢者特別給付金支給要

綱の一部改正） 

第１条 亀岡市在日外国人高齢者特別給付金支

給要綱（平成１３年亀岡市告示第３７号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「第４条の９」を「第４条

の８」に改め、同条第２号中「外国人登録

法」を「廃止前の外国人登録法」に改める。 

 第３条第１項中「本市の外国人登録原票に

登録されている者又は」を削り、同条第２項

中「本市の外国人登録原票に登録されていな

い者又は」を削り、「記載のない者」を「記

載のないもの」に改め、「登録又は」を削り、

「入所措置した者」を「入所措置したことに

よるもの」に改める。 

 第５条中第２号を削り、第３号を第２号と

する。 

 第７条第２項中「支払い期月」を「支払期

月」に改める。 

 別記第１号様式及び別記第２号様式中「あ

て先」を「宛先」に、「居住地登録」を「住

居地登録」に改める。 

 別記第５号様式から別記第７号様式まで及

び別記第１２号様式中「あて先」を「宛先」

に改める。 

 （亀岡市在日外国人重度障害者特別給付金支

給要綱の一部改正） 

第２条 亀岡市在日外国人重度障害者特別給付

金支給要綱（平成１３年亀岡市告示第３８

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「第４条の９」を「第４条

の８」に改め、同条第４号中「外国人登録

法」を「廃止前の外国人登録法」に改める。 

 第３条第１項中「本市の外国人登録原票に

登録されている者又は」を削り、同条第２項

中「本市の外国人登録原票に登録されていな

い者又は」を削り、「記載のない者」を「記

載のないもの」に改め、「登録又は」を削り、

「入所措置した者」を「入所措置したことに

よるもの」に改める。 

 第５条中第２号を削り、第３号を第２号と

し、第４号を第３号とする。 

 第７条第２項中「支払い期月」を「支払期

月」に改める。 

 別記第１号様式及び別記第２号様式中「あ

て先」を「宛先」に、「居住地登録」を「住

居地登録」に改める。 

 別記第５号様式から別記第７号様式まで及

び別記第１２号様式中「あて先」を「宛先」

に改める。 

 （亀岡市災害見舞金等支給要綱の一部改正） 

第３条 亀岡市災害見舞金等支給要綱（平成７

年亀岡市告示第２８号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第５号中「若しくは」を「又は」に

改め、同条第８号中「たい積」を「堆積」に

改める。 

 第３条中「一に」を「いずれかに」に、

「記録されている者又は外国人登録証明書の

交付を受けている者」を「記録されているも

の」に改める。 

 （亀岡市交通遺児激励金支給要綱の一部改正） 

第４条 亀岡市交通遺児激励金支給要綱（昭和
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６１年亀岡市告示第３６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第２号中「者」を「もの」に、同条

第３号中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に改め

る。 

 別記第１号様式中「亀岡市長 様」を

「（宛先）亀岡市長」に、「満 歳」を

「 歳」に改め、「ただし、外国人の場合に

あっては、登録原票記載事項証明書（写）」

を削る。 

 （亀岡市住宅用太陽光発電システム設置事業

補助金交付要綱の一部改正） 

第５条 亀岡市住宅用太陽光発電システム設置

事業補助金交付要綱（平成２１年亀岡市告示

第１４５号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１号中「又は外国人登録原票記載

事項証明書」を削る。 

 （亀岡市犯罪被害者等見舞金支給要綱の一部

改正） 

第６条 亀岡市犯罪被害者等見舞金支給要綱

（平成２４年亀岡市告示第３５号）の一部を

次のように改正する。 

 第７条第２号及び第８条第２号中「（日本

の国籍を有しない者にあっては、外国人登録

原票の記載事項証明書）」を削る。 

 （亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付

要綱の一部改正） 

第７条 亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金

交付要綱（平成２０年亀岡市告示第４１号）

の一部を次のように改正する。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に

改め、「又は外国人登録済証明書」を削る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成２４年７月９日から実施す

る。 

「掲示済」 

 亀岡市告示第１５６号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２４年６月２０日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０５０１－６３００４ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２４年６月２０日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１５７号 

 

 地縁による団体において、告示事項の変更が

あったので、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第２６０条の２第１０項の規定により

告示する。 

 

   平成２４年６月２５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 
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「馬路町北区」 

１ 主たる事務所所在地の変更 

 ⑴   省略 

 ⑵ 変更年月日 平成２４年５月２６日 

２ 代表者の変更 

 ⑴ 代表者の住所及び氏名 

   住所   省略 

   氏名 中川 元宏 

 ⑵ 変更年月日 

    平成２４年５月２６日 

 ⑶ 変更理由 

    任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１５８号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２４年６月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０５０６－０１０１７ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２４年６月２６日 

「掲示済」 

 亀岡市告示第１５９号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２４年６月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀２１０５－１１００２ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２４年６月２６日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１６０号 

 

 住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第 

２９２号）第１２条第１項の規定に基づき、次

の者を住民基本台帳から職権消除したので、同

条第４項の規定により告示する。 

 

   平成２４年６月２７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 
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１ 住  所  省略 

 

２ 氏  名  省略 

３ 消除理由  実態調査に基づく職権消除 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１６１号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   平成２４年６月２８日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域内に放置

されていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ亀岡駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ馬堀駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ並河駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ千代川駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

平成２４年６月２８日（木） 

午後１時００分～午後３時３０分 

４ 撤去し、保管した台数  １４台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３箇月間 

７ 返還期間 

月曜日～土曜日 午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

① 撤去された自転車は、保管場所で引き取

ることができます。 

② 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要です。 

③ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担していただきます。 

９ 引取りのない場合の措置 

保管期間を経過しても引取りのない自転車

は、関係法令の規定により処分します。 

 

※ 連絡先 まちづくり推進部 土木管理課 

      電話 0771（25）5043 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１６２号 

 

 次の事業者について、介護保険法（平成９年

法律第１２３号）第７８条の５第２項及び第 

１１５条の１５第２項の規定による事業の廃止

の届出があったので、同法第７８条の１１及び

第１１５条の２０の規定により告示する。 

 

   平成２４年６月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 指定事業所番号 

２６７４０００２３３ 

２ 指定地域密着型サービス事業者の名称 

株式会社 日本メディケアサポート 

３ 事業所の名称及び所在地 

京都グループホームそよ風 

京都府京都市西京区樫原杉原町６ 
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４ サービスの種類 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

５ 事業の廃止年月日 

平成２４年６月３０日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１６３号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第 

４２条の２第１項及び第５４条の２第１項に規

定する指定地域密着型サービス事業者及び指定

地域密着型介護予防サービス事業者を次のとお

り指定したので、同法第７８条の１１及び第 

１１５条の２０の規定により告示する。 

 

   平成２４年６月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 申請者 

   株式会社 ユニマットそよ風 

２ 介護保険事業所番号 

   ２６９４００００７２ 

３ 事業所の名称 

   京都ケアセンターそよ風 

４ 事業所の所在地 

   京都市西京区樫原杉原町６ 

５ サービスの種類 

   認知症対応型共同生活介護 

   介護予防認知症対応型共同生活介護 

６ 指定年月日 

   平成２４年７月１日 

 

「掲示済」 

 

訓 令 
 

 亀岡市訓令第５号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市桜塚クリーンセンター基幹的設備改良

工事に係る検討委員会設置要綱を次のように定

める。 

 

   平成２４年６月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市桜塚クリーンセンター基幹 

的設備改良工事に係る検討委員会 

設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 亀岡市が実施する亀岡市桜塚クリーン

センター基幹的設備改良工事の適正かつ円滑

な事業推進を図るため、亀岡市桜塚クリーン

センター基幹的設備改良工事に係る検討委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行

う。 

⑴ 見積発注仕様書及び入札発注仕様書の決

定 

⑵ 入札参加者により提出された見積設計図

書に係る審査 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、前条の目的

を達成するために必要な事務 

 （組織） 

第３条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者

をもって組織する。 

⑴ 担当副市長、企画管理部長、総務部長、
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環境市民部長及び環境市民部理事 

⑵ 知識経験を有する者のうちから市長が委

嘱するもの 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、担当副市長をもって充て、副委

員長は、環境市民部長をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表す

る。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事

故があるときはその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委

員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ

会議を開くことができない。 

３ 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を会

議に出席させ、意見又は説明を聴くことがで

きる。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、環境市民部環境ク 

リーン推進課において処理する。 

 （補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会

の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定

める。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２４年６月１日から施行し、

平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 亀岡市訓令第６号 

 

               庁中一般 

 

 児童手当事務取扱規程を廃止する訓令を次の

ように定める。 

 

   平成２４年６月１５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

児童手当事務取扱規程を廃止する 

訓令 

 

 児童手当事務取扱規程（昭和４６年亀岡市訓

令第６号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２４年６月１５日から施行

する。 

 

 

 

 亀岡市訓令第７号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市事務処理規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。 

 

   平成２４年６月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市事務処理規程の一部を改正 

する訓令 
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 亀岡市事務処理規程（昭和５８年亀岡市訓令

第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第４号中「代って」を「代わって」に

改める。 

 第１５条中「人事課長」を「、人事課長」に

改める。 

 第１６条第３号中「勤務割当」を「勤務割当

て」に改める。 

 第２２条第３号中「及び外国人登録」を  

「、特別永住者及び在留管理」に改める。 

 第３８条中「関すること」の次に「は、税務

課副課長が専決する」を加える。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２４年７月９日から施行す

る。 

 

 

 

 亀岡市訓令第８号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市事務事業評価実施要綱を廃止する訓令

を次のように定める。 

 

   平成２４年６月２０日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市事務事業評価実施要綱を廃 

止する訓令 

 

 亀岡市事務事業評価実施要綱（平成１５年亀

岡市訓令第１８号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２４年６月２０日から施行

する。 
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公 告 
 

 亀岡市公告第１８号 

 

 亀岡農業振興地域整備計画について、農業振

興地域の整備に関する法律施行令（昭和４４年

政令第２５４号）第９条の規定に該当する軽微

な変更をしたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第

４項で準用する同法第１２条の規定により公告

し、当該変更後の計画書を次により縦覧に供す

る。 

 

   平成２４年６月７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 縦覧期間 

 平成２４年６月７日以後、常時備え置

くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１９号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第

６５号）第１８条第１項の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規

定により公告し、その関係書類を次により縦覧

に供する。 

 

   平成２４年６月１５日 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 縦覧期間 

 平成２４年６月１５日以後、常時備え

置くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 
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任免及び辞令 
 

             湯 浅 英 雄 

亀岡市総合福祉センター運営委員会委員に委嘱

します 

任期は平成２５年８月３１日までとします 

（各 通）
        神 谷 康 隆 

             永 井 秀 之 

亀岡市市医に委嘱します 

             神 谷 康 隆 

亀岡市休日急病診療所医師に委嘱します 

   平成２４年６月１日 

 

             森 田 佳 之 

亀岡市桜塚クリーンセンター基幹的設備改良工

事に係る検討委員会委員に委嘱します 

   平成２４年６月２１日 

 

             澤 田 德 子 

亀岡市教育委員会委員の任命を解きます 

   平成２４年６月３０日 
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監査委員欄 
 

公 表 
 

 亀岡市監査公表第１０号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２３年度定期監査の結果に基づき講じた措置

について、亀岡市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２４年６月６日 

 

                            亀岡市監査委員 大西鎭雄 

                            亀岡市監査委員 小島義秀 

 

平成２３年度定期監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

総務部 

（ア）総務課 

ａ 庁舎の目的外使用料の納入通知書にお

いて、年度当初に会計年度単位で定めた

使用料の納期限が５月６日となってい

た。 

 財務規則には、会計年度単位で定めた

収入金の納期限は、その年度の４月末日

とし、指定すべき日が休日に当たるとき

はその翌日としなければならないと規定

されている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされた

い。 

 

ｂ 庁舎の目的外使用許可事務において、

使用許可申請書に使用期間が記載されて

いないものや申請書に不備のあるものが

見受けられた。 

 財務規則には、当該許可を受けようと

する者から、使用しようとする行政財産

 

 

 平成２４年度の庁舎の目的外使用料に係る納

入通知書については、４月末日が休日に当たる

ため、その翌日の５月１日を納期限として４月

１６日に納入通知書を発送した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２４年度の庁舎の目的外使用許可事務に

おいては、使用許可申請の受付の際に、記載不

備のないよう十分注意して、事務処理を行っ

た。 
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の表示、使用しようとする期間、使用の

目的ほか財産管理者の指示する事項を記

載した許可申請書を提出させなければな

らないと規定されている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされた

い。 

 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市監査公表第１１号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２３年度行政監査の結果に基づき講じた措置

について、亀岡市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２４年６月６日 

 

                            亀岡市監査委員 大西鎭雄 

                            亀岡市監査委員 小島義秀 

 

平成２３年度行政監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

総務部 

総務課 

ア 予定価格は設定されているか。 

 業務委託契約において決裁書に、「当該予

算額をもって予定価格とする」と記載されて

いたものがあった。 

 ついては、予定価格は契約価格の一応の基

準となる価格であることを認識し、財務規則

に基づき適切な予定価格を設定されるよう改

善されたい。 

 

イ 随意契約の適用条項と理由は適正か。 

 随意契約の適用条項において、第１号と第

２号を適用していた。 

 

 

 

 財務規則に基づき、適正な予定価格を設定す

ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 契約事務の趣旨を理解し第１号に該当する場

合は、第１号を適用することとした。 
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 また、予定価格が第１号の金額の範囲内の

ものであるが、第２号又は第５号を適用して

いた。 

 ついては、契約事務の簡略化の趣旨を理解

し第１号に該当する場合は、第１号を適用さ

れたい。 

 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市監査公表第１２号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２３年度行政監査の結果に基づき講じた措置

について、亀岡市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２４年６月２２日 

 

                            亀岡市監査委員 大西鎭雄 

                            亀岡市監査委員 小島義秀 

 

平成２３年度行政監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

まちづくり推進部 

都市整備課 

ア 随意契約理由が決裁書類に記載されている

か。 

 土地賃貸借契約において、決裁書類に随意

契約とする理由及び適用条項が記載されてい

なかった。 

イ 予定価格は設定されているか。 

 決裁書に、「賃借料等」とあるものの、予

定価格が記載されていないものがあった。 

 

桂川・広域交通課 

ア 随意契約理由が決裁書類に記載されている

か。 

 

 

 

 

 随意契約理由及び適用条項を明記し、適正な

事務処理を行うこととした。 

 

 

 財務規則に基づき、適切な予定価格を設定す

るよう措置した。 
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 土地・建物賃貸借契約において、決裁書類

に随意契約とする理由及び適用条項が記載さ

れていなかった。 

イ 予定価格は設定されているか。 

 決裁書に、「賃貸借契約額」とあるもの

の、予定価格が記載されていないものがあっ

た。 

 

道路河川課 

ウ 随意契約の適用条項と理由は適正か。 

 予定価格が第１号の金額の範囲内のもので

あるが、第５号及び第６号を適用しているも

のがあった。 

 随意契約理由及び適用条項を明記し、適正な

事務処理を行うこととした。 

 

 

 財務規則に基づき、適切な予定価格を設定す

るよう措置した。 

 

 

 

 

 予定価格が第１号の金額の範囲内のものは第

１号を適用するよう措置した。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市監査公表第１３号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２３年度定期監査の結果に基づき講じた措置

について、亀岡市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２４年６月２２日 

 

                            亀岡市監査委員 大西鎭雄 

                            亀岡市監査委員 小島義秀 

 

平成２３年度定期監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

まちづくり推進部 

ア 都市計画課 

（ア）市有地占用料にかかる収入事務につい

て、調定を行う前に納入通知書が送付さ

れ事後調定となっているものがあった。

 地方自治法及び同施行令並びに財務規

則には、歳入を収入する時は、調定を

 

 

 市有地占用料にかかる収入事務について、財

務規則に基づき、適正な事務処理を行うことと

した。 
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行った後、必要事項を記載した納入通知

書で納入の通知をしなければならないと

定められている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされた

い。 

（イ）市有地占用料の納入通知書において、

年度当初に会計年度単位で定めた占用料

の納期限が財務規則で定めた日ではな

かった。 

 財務規則には、会計年度単位で定めた

収入金の納期限は、指定すべき日が休日

に当たるときはその翌日としなければな

らないと定められている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされた

い。 

 

イ 都市整備課 

（ア）公園占用料、公園使用料及び市有地占

用料において、年度当初に会計年度単位

で定めた占用料の納期限が４月２８日と

なっていた。 

 財務規則には、会計年度単位で定めた

収入金の納期限は、その年度の４月末日

とし、指定すべき日が休日に当たるとき

はその翌日としなければならないと定め

られている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされた

い。 

（イ）都市公園の占用許可事務について、許

可申請書に占用の期間が記載されていな

いものがあった。 

 都市公園法第６条第２項及び亀岡市都

市公園条例第８条第２項には、許可を受

けようとするものは占用の目的、占用の

期間、占用の場所等を記載した申請書を

提出しなければならないと規定されてい

る。 

 規定に基づき適正な事務処理をされた

 

 

 

 

 

 市有地占用料の納期限について、財務規則に

基づき、適正な事務処理を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公園占用料、公園使用料及び市有地占用料の

納期限について、財務規則に基づき、適正な事

務処理を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都市公園法に基づき、許可申請書について、

占用期間を明記し適正な事務を行うこととし

た。 
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い。 

（ウ）市有地占用料にかかる許可事務につい

て、許可申請書に占用の期間が記載され

ていないものがあった。 

 財務規則には、当該許可を受けようと

する者から、使用しようとする行政財産

の表示、使用しようとする期間、使用の

目的ほか財産管理者の指示する事項を記

載した許可申請書を提出させなければな

らないと規定されている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされた

い。 

 

エ 道路河川課 

（ア）道路占用料及び河川占用料において、

年度当初に会計年度単位で定めた占用料

の納期限が４月２８日となっていた。 

 財務規則には、会計年度単位で定めた

収入金の納期限は、その年度の４月末日

とし、指定すべき日が休日に当たるとき

はその翌日としなければならないと定め

られている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされた

い。 

（イ）道路占用許可事務及び河川占用許可事

務において、使用許可申請書に、占用期

間が記載されていないものがあった。 

 道路法第３２条第２項には、占用目

的、期間、場所等を記載した申請書を道

路管理者に提出しなければならないと規

定されている。また、河川法施行規則第

１２条に別記様式により記載事項が定め

られている。 

 占用料の算出根拠となる事項であり、

規定に基づき適正な事務処理をされた

い。 

（ウ）道路占用料において、許可後、約６ヶ

月が経過するなか占用料の納入されてい

 

 財務規則に基づき、占用許可申請について、

適正な内容を明記し提出されるよう、指導し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道路占用料及び河川占用料の納期限につい

て、財務規則に基づき、適正な事務処理を行う

こととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 道路占用及び河川占用許可申請書の占用期間

の記載について、適正な事務処理を行うことと

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道路占用料の督促などの対応について、規定

に基づき適正な事務処理を行うこととした。 
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ないものがあり、督促などの対応記録が

整備されていないものがあった。 

 道路法第７３条には、納入すべき占用

料を納付しないものがある場合、道路管

理者は、督促状によって期限を指定して

督促しなければならないと定められてい

る。 

 規定に基づき適正な事務処理をされた

い。 

（エ）市道境界確定等に係る奥書証明手数料

において、証明書交付時に納入通知が発

せられ、幾日か経過した後に手数料が納

付されているものがあった。 

 亀岡市手数料徴収条例第４条には、手

数料は申請があった際に、申請者から徴

収すると定められている。 

 規定に基づき適正な事務処理となるよ

う改められたい。 

（オ）道路新設改良事業費、河川改良事業費

等に係る事務補助者等賃金の支出事務に

おいて、複数の事業に係る複数の臨時的

任用職員の任用を一括して処理している

が、各事業に係る事務計画、担任割合等

が明確でなかった。 

 賃金の支出にあたっては、各事業への

従事内容、担任割合等を明確にし、適正

な事務処理をされたい。 

 

オ 建築住宅課 

（ア）市有地占用許可事務において、使用許

可申請書に、占用期間が記載されていな

いものがあった。 

 財務規則には、当該許可を受けようと

する者から、使用しようとする行政財産

の表示、使用しようとする期間、使用の

目的ほか財産管理者の指示する事項を記

載した許可申請書を提出させなければな

らないと規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市道境界確定等に係る奥書証明手数料におい

て、証明書交付時に手数料を納付するよう改善

した。 

 

 

 

 

 

 

 賃金の支出にあたっては、各事業への従事内

容、担任割合等を明確にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 財務規則に基づき、当該許可を受けようとす

る者から、使用しようとする行政財産の表示、

使用しようとする期間、使用の目的ほか、財産

管理者の指示する事項を記載した許可申請書を

提出させるよう改善した。 
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 規定に基づき適正な事務処理をされた

い。 

（イ）市有地占用料において、占用料を無償

とする理由が不明瞭なものがあった。 

 地方自治法第２２５条の法意は、原則

的には適正な額による使用料を徴収すべ

きであると解されており、公益上の理由

その他特別の理由により減額・免除する

場合は、その理由を具体的に示す必要が

ある。 

 適切な事務処理となるよう改善された

い。 

 

 

 公益上の理由その他特別の理由により減額・

免除する場合には、その理由を具体的に示すよ

う改善した。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市監査公表第１４号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２３年度定期監査の結果に基づき講じた措置

について、亀岡市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２４年６月２６日 

 

                            亀岡市監査委員 大西鎭雄 

                            亀岡市監査委員 小島義秀 

 

平成２３年度定期監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

環境市民部 

イ 環境事業課 

（ア）目的外使用許可物件の占用料におい

て、年度当初に会計年度単位で定めた占

用料の納期限が４月２８日となってい

た。 

 財務規則には、会計年度単位で定めた

収入金の納期限は、その年度の４月末日

 

 

 平成２４年度の目的外使用許可物件の占用料

に係る納入通知書については、４月末日が休日

に当たるため、その翌日の５月１日を納期限と

した。 
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とし、指定すべき日が休日に当たるとき

はその翌日としなければならないと規定

されている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされた

い。 

（イ）目的外使用許可事務において、許可申

請書に使用期間が記載されていないもの

があった。 

 財務規則には、当該許可を受けようと

する者から、使用しようとする行政財産

の表示、使用しようとする期間、使用の

目的ほか財産管理者の指示する事項を記

載した許可申請書を提出させなければな

らないと規定されている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされた

い。 

 

ウ 市民課 

 自動車臨時運行許可証交付事務におい

て、申請書に押印がないもの、紛失等にお

ける実費弁償の徴収がされていないものが

あった。 

 自動車臨時運行許可に関する規則には、

番号標を亡失し、又はき損した者は、実費

弁償をしなければならないと規定されてい

る。 

 番号標の管理及び適切な債権の管理をさ

れたい。 

 

 

 

 

 

 目的外使用許可申請書に記載漏れがないよう

確認を行い、申請書を提出させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自動車臨時運行番号標については、亡失等し

た場合は必ず実費弁償を徴収し、領収済通知書

を添付して保管を行った。 

 また、実費弁償を徴収してから、亀岡市自動

車臨時運行許可に関する規則第７条第１項及び

第２項の規定に基づき、失効の告示及び関係機

関への通知を徹底した。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市監査公表第１５号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２３年度行政監査の結果に基づき講じた措置

について、亀岡市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２４年６月２６日 

 

                            亀岡市監査委員 大西鎭雄 

                            亀岡市監査委員 小島義秀 

 

平成２３年度行政監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

環境市民部 

環境政策課 

ア 随意契約理由が決裁書類に記載されている

か。 

 施設・設備の業務委託において、決裁書類

に随意契約とする理由の記載がされていな

かった。 

 ついては、決裁書類に随意契約とする理由

を記載されたい。 

イ 予定価格は設定されているか。 

 決裁に「委託料・業務委託料等」とあるも

のの、予定価格が記載されていなかった。 

 ついては、予定価格は契約価格の一応の基

準となる価格であることを認識し、財務規則

に基づき適切な予定価格を設定されるよう改

善されたい。 

ウ 随意契約の適用条項と理由は適正か。 

 随意契約の適用条項において、第１号と第

２号を適用していた。 

 また、第２号以下を適用しているものの中

に、予定価格が第１号の金額の範囲内のもの

があった。 

 

環境事業課 

イ 予定価格は設定されているか。 

 

 

 

 

 施設・設備の業務委託において、決裁書類に

随意契約とする理由を記載した。 

 

 

 

 

 財務規則に基づき、適切な予定価格を設定す

るよう改善した。 

 

 

 

 

 

 予定価格が第１号の金額の範囲内のものにつ

いては、第１号を適用するよう措置した。 
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 決裁に「委託料・業務委託料等」とあるも

のの、予定価格が記載されていなかった。 

 ついては、予定価格は契約価格の一応の基

準となる価格であることを認識し、財務規則

に基づき適切な予定価格を設定されるよう改

善されたい。 

ウ 随意契約の適用条項と理由は適正か。 

 随意契約の適用条項において、第１号と第

２号を適用していた。 

 また、第２号以下を適用しているものの中

に、予定価格が第１号の金額の範囲内のもの

があった。 

 

保険医療課 

ウ 随意契約の適用条項の理由は適正か。 

 予定価格が第１号の金額の範囲内のもので

あるが、第２号を適用していた。 

 ついては、契約事務の簡略化の趣旨を理解

し第１号に該当する場合は、第１号を適用さ

れたい。 

 財務規則に基づき、適切な予定価格を設定す

るよう改善した。 

 

 

 

 

 

 予定価格が第１号の金額の範囲内のものにつ

いては、第１号を適用するよう措置した。 

 

 

 

 

 

 

 予定価格が第１号の金額の範囲内のものにつ

いては、第１号を適用するよう措置した。 

 

「掲示済」 
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選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２３号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   平成２４年６月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１，４９４人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２４号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員及び

亀岡市議会議員の解職請求に要する有権者総数

の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   平成２４年６月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

２４，９００人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２５号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   平成２４年６月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１２，４５０人 

 

「掲示済」 
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上下水道部欄 
 

規 程 
 

 亀岡市上下水道事業会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

   平成２４年６月１日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第１３号 

 

亀岡市上下水道事業会計規程の一部を改正する規程 

 

 亀岡市上下水道事業会計規程（平成９年亀岡市公営企業管理規程第７号）の一部を次のように改

正する。 

 

 別表第１の⑴の収益勘定中 

「 

受託工事収益  給水装置の新設又は修繕等の工事受託による
収益 

                                          」 

を 

「 

受託工事収益   

受託工事収益 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による
収益 

                                          」 

に、 

「 

他会計補助金   

他会計補助金 収益的支出を負担とすることを目的とする他
会計からの繰入金で返済を要しないもの 

                                          」 

を 
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「 

他会計補助金   

一般会計補助金 収益的支出を負担とすることを目的とする他
会計からの繰入金で返済を要しないもの 

消費税還付金   

消費税還付金  

                                          」 

に改め、同表の⑴の費用勘定中「地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３号）第６条、

第８条又は第９条」を「地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３号）第１３条、第 

１５条又は第１６条」に、 

「 

営業外費用    

支払利息及び企業
債取扱諸費 

  

企業債利息 企業債に対する利息 

借入金利息 他会計借入金、一時借入
金等に対する利息 

企業債手数料及び
取扱費 

企業債の元利償還のつど
支払う手数料及び取扱費 

繰延勘定償却  繰延勘定の償却額 

企業債発行差金  

退職給与金償却  

開発費償却  

雑支出   

不用品売却原価 売却した不用品の原価 

その他雑支出  

                                          」 

を 
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「 

営業外費用    

支払利息及び企業
債取扱諸費 

  

企業債利息 企業債に対する利息 

借入金利息 他会計借入金、一時借入
金等に対する利息 

企業債手数料及び
取扱費 

企業債の元利償還の都度
支払う手数料及び取扱費 

繰延勘定償却  繰延勘定の償却額 

企業債発行差金  

退職給与金償却  

開発費償却  

消費税及び地方消
費税 

  

消費税及び地方消
費税 

 

雑支出   

特定収入仮払消費
税 

 

不用品売却原価 売却した不用品の原価 

その他雑支出  

予備費    

予備費   

予備費  

                                          」 

に改め、備考として次のように加える。 

備考 節の科目については、特別の必要ある場合は、別に定めることができる。 

 別表第１の⑴の資産勘定中 
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「 

施設利用権  電気ガス供給施設利用権（電気事業者又はガ
ス事業者に対して電気又はガスの供給施設を
設けるために要する費用を負担し、その施設
を利用して電気又はガスの供給を受ける権
利）等 

投資有価証券  金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）
第２条に規定する有価証券で投資の目的を
もって所有するもの 

地方債  

国債  

株式  

社債  

その他有価証券  

出資金  

                                          」 

を 

「 

施設利用権  電気ガス供給施設利用権（電気事業者又はガ
ス事業者に対して電気又はガスの供給施設を
設けるために要する費用を負担し、その施設
を利用して電気又はガスの供給を受ける権
利）等 

電話加入権   

   

投資有価証券  金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）
第２条に規定する有価証券で投資の目的を
もって所有するもの 

地方債  

国債  

株式  

社債  

その他有価証券  

出資金   

出資金  

                                          」 

に、「職長に対する長期貸付金」を「職員に対する長期貸付金」に、 
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「 

未収受取利息 預金、貸付金利息等の未収入額 

                                          」 

を 

「 

未収受取利息 預金、貸付金利息等の未収入額 

未収消費税及び地
方消費税還付金 

 

                                          」 

に、 

「 

前払金   物品の購入、工事の請負
等に際して前払された金
額で前払費用に属しない
もの 

その他流動資産    

保管有価証券  差入保証金の代用として
提供を受けた有価証券で
短期間内に返却する見込
みのもの 

その他雑流動資産  上記以外の流動資産 

                                          」 

を 

「 

前払金   物品の購入、工事の請負
等に際して前払された金
額で前払費用に属しない
もの 

前払消費税及び地
方消費税 

  

その他前払金   

保管有価証券    

保管有価証券   

その他流動資産    

仮払消費税及び地
方消費税 

  

特定収入仮払消費
税及び地方消費税

  

その他流動資産  上記以外の流動資産 

                                          」 
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に改め、同表の⑴の負債勘定中 

「 

営業未払金  営業活動に係る通常の取引により発生する未
払金 

                                          」 

を 

「 

営業未払金  営業活動に係る通常の取引により発生する未
払金 

営業外未払金   

未払消費税及び地
方消費税 

 

その他営業外未払
金 

 

                                          」 

に、 

「 

前受金   契約等により既に受け
取った対価のうち、いま
だその債務の履行を終わ
らないもの 

営業前受金  前受水道料金、前受受託
給水工事代金等主たる営
業活動に係る収益の前受
額 

営業外前受金  前受利息、前受賃貸料等
金融及び財務活動に伴う
収益その他主たる営業活
動以外から生ずる収益の
前受額 

その他前受金  固定資産売却代金等上記
以外の収入の前受額 

その他流動負債   預り金、預り有価証券等
上記以外の流動負債 

                                          」 

を 
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「 

前受金   契約等により既に受け
取った対価のうち、いま
だその債務の履行を終わ
らないもの 

営業前受金  前受水道料金、前受受託
給水工事代金等主たる営
業活動に係る収益の前受
額 

営業外前受金  前受利息、前受賃貸料等
金融及び財務活動に伴う
収益その他主たる営業活
動以外から生ずる収益の
前受額 

その他前受金  固定資産売却代金等上記
以外の収入の前受額 

預り金    

預り有価証券    

その他流動負債   預り金、預り有価証券等
上記以外の流動負債 

仮受消費税及び地
方消費税 

  

その他流動負債   

                                          」 

に改め、同表の⑴の資本勘定中 
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「 

資本剰余金    

再評価積立金  令附則第１１項及び第
１２項の規定により資産
の再評価を行った場合に
おける再評価価額から再
評価以前の帳簿価額を控
除した額 

国庫補助金  建設工事に関する国庫補
助金 

受贈財産評価額  贈与を受けた財産の評価
額 

寄附金  建設又は改良工事に要す
る資金に充てるための寄
附金 

工事負担金  建設又は改良工事のため
の負担金 

他会計負担金  他会計からの負担金 

保険差益  固定資産の帳簿価額と当
該固定資産の滅失により
保険契約に基づいて受け
取った保険金との差額 

工事分担金  建設又は改良工事のため
の分担金 

府補助金  建設工事に関する府補助
金 

その他資本剰余金  上記以外の資本剰余金 

                                          」 

を 
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「 

資本剰余金    

工事負担金  建設又は改良工事のため
の負担金 

他会計負担金  他会計からの負担金 

国庫補助金  建設工事に関する国庫補
助金 

府補助金  建設工事に関する府補助
金 

工事分担金  建設又は改良工事のため
の分担金 

受贈財産評価額  贈与を受けた財産の評価
額 

再評価積立金  令附則第１１項及び第
１２項の規定により資産
の再評価を行った場合に
おける再評価価額から再
評価以前の帳簿価額を控
除した額 

寄附金  建設又は改良工事に要す
る資金に充てるための寄
附金 

保険差益  固定資産の帳簿価額と当
該固定資産の滅失により
保険契約に基づいて受け
取った保険金との差額 

その他資本剰余金  上記以外の資本剰余金 

                                          」 

に、利益剰余金の款項の欄中「利益剰余金」を「利益剰余金（又は欠損金）」に改め、同表の⑴の

整理勘定中 

「 

出資金    

出資金   

出資金  

                                          」 

を 
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「 

出資金    

出資金   

出資金  

予備費    

予備費   

予備費  

                                          」 

に改め、別表第１の⑵の収益勘定中 

「 

他会計補助金   

他会計補助金 収益的支出を負担とすることを目的とする他
会計からの繰入金で返済を要しないもの 

                                          」 

を 

「 

他会計補助金   

他会計補助金 収益的支出を負担とすることを目的とする他
会計からの繰入金で返済を要しないもの 

消費税還付金   

消費税還付金  

                                          」 

に改め、同表の⑵の費用勘定中「地方公営企業法施行規則第６条、第８条又は第９条」を「地方公

営企業法施行規則第１３条、第１５条又は第１６条」に、 
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「 

営業外費用   金融及び財務活動に伴う
費用その他主たる営業活
動に係る費用以外の費用 

支払利息及び企業
債取扱諸費 

  

企業債利息 企業債に対する利息 

借入金利息 他会計借入金、一時借入
金等に対する利息 

企業債手数料及び
取扱費 

企業債の元利償還のつど
支払う手数料及び取扱費 

繰延勘定償却  繰延勘定の償却額 

開発費償却  

退職給与金償却  

試験研究費償却  

雑支出   

不用品売却原価 売却した不用品の原価 

その他雑支出  

                                          」 

を 
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「 

営業外費用   金融及び財務活動に伴う
費用その他主たる営業活
動に係る費用以外の費用 

支払利息及び企業
債取扱諸費 

  

企業債利息 企業債に対する利息 

借入金利息 他会計借入金、一時借入
金等に対する利息 

企業債手数料及び
取扱費 

企業債の元利償還の都度
支払う手数料及び取扱費 

繰延勘定償却  繰延勘定の償却額 

開発費償却  

退職給与金償却  

試験研究費償却  

消費税及び地方消
費税 

  

消費税及び地方消
費税 

 

雑支出   

特定収入仮払消費
税 

 

不用品売却原価 売却した不用品の原価 

その他雑支出  

予備費    

予備費   

予備費  

                                          」 

に改め、備考として次のように加える。 

備考 節の科目については、特別の必要のある場合は、別に定めることができる。 

 別表第１の⑵の資産勘定中 



 
亀 岡 市 公 報 

 66 

第８１０号平成２４年７月１７日発行 

「 

施設利用権  電気ガス供給施設利用権（電気事業者又はガ
ス事業者に対して電気又はガスの供給施設を
設けるために要する費用を負担し、その施設
を利用して電気又はガスの供給を受ける権
利）等 

投資有価証券  金融商品取引法第２条に規定する有価証券で
投資の目的をもって所有するもの 

地方債  

国債  

株式  

社債  

その他有価証券  

出資金  

                                          」 

を 

「 

施設利用権  電気ガス供給施設利用権（電気事業者又はガ
ス事業者に対して電気又はガスの供給施設を
設けるために要する費用を負担し、その施設
を利用して電気又はガスの供給を受ける権
利）等 

電話加入権   

   

投資有価証券  金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）
第２条に規定する有価証券で投資の目的を
もって所有するもの 

地方債  

国債  

株式  

社債  

その他有価証券  

出資金   

出資金  

                                          」 

に、 

「 

未収受取利息 預金、貸付金利息等の未収入額 

                                          」 
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を 

「 

未収受取利息 預金、貸付金利息等の未収入額 

未収消費税及び地
方消費税還付金 

 

                                          」 

に、 

「 

前払金   物品の購入、工事の請負
等に際して前払された金
額で前払費用に属しない
もの 

その他流動資産    

保管有価証券  差入保証金の代用として
提供を受けた有価証券で
短期間内に返却する見込
みのもの 

その他雑流動資産  上記以外の流動資産 

                                          」 

を 

「 

前払金   物品の購入、工事の請負
等に際して前払された金
額で前払費用に属しない
もの 

前払消費税及び地
方消費税 

  

その他前払金   

保管有価証券    

保管有価証券   

その他流動資産    

仮払消費税及び地
方消費税 

  

特定収入仮払消費
税及び地方消費税

  

その他流動資産  上記以外の流動資産 

                                          」 

に改め、同表の⑵の負債勘定中 
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「 

営業未払金  営業活動に係る通常の取引により発生する未
払金 

                                          」 

を 

「 

営業未払金  営業活動に係る通常の取引により発生する未
払金 

営業外未払金   

未払消費税及び地
方消費税 

 

その他営業外未払
金 

 

                                          」 

に、 

「 

前受金   契約等により既に受け
取った対価のうち、いま
だその債務の履行を終わ
らないもの 

営業前受金  前受下水道使用料等主た
る営業活動に係る収益の
前受額 

営業外前受金  前受利息、前受賃貸料等
金融及び財務活動に伴う
収益その他主たる営業活
動以外から生ずる収益の
前受額 

その他前受金  固定資産売却代金等上記
以外の収入の前受額 

その他流動負債   預り金、預り有価証券等
上記以外の流動負債 

                                          」 

を 
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「 

前受金   契約等により既に受け
取った対価のうち、いま
だその債務の履行を終わ
らないもの 

営業前受金  前受下水道使用料等主た
る営業活動に係る収益の
前受額 

営業外前受金  前受利息、前受賃貸料等
金融及び財務活動に伴う
収益その他主たる営業活
動以外から生ずる収益の
前受額 

その他前受金  固定資産売却代金等上記
以外の収入の前受額 

預り金    

預り有価証券    

その他流動負債   預り金、預り有価証券等
上記以外の流動負債 

仮受消費税及び地
方消費税 

  

その他流動負債   

                                          」 

に改め、同表の⑵の資本勘定中 
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「 

資本剰余金    

再評価積立金  令附則第１１項及び第
１２項の規定により資産
の再評価を行った場合に
おける再評価価額から再
評価以前の帳簿価額を控
除した額 

国庫補助金  建設又は改良工事に要す
る資金に充てるための国
庫補助金 

府補助金  建設又は改良工事に要す
る資金に充てるための府
補助金 

受益者負担金  建設又は改良工事のため
の負担金 

工事負担金  建設又は改良工事のため
の負担金 

他会計負担金  建設又は改良工事のため
の他会計からの負担金 

受贈財産評価額  贈与を受けた財産の評価
額 

寄附金  建設又は改良工事に要す
る資金に充てるための寄
附金 

保険差益  固定資産の帳簿価額と当
該固定資産の滅失により
保険契約に基づいて受け
取った保険金との差額 

その他資本剰余金  上記以外の資本剰余金 

                                          」 

を 
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「 

資本剰余金    

国庫補助金  建設又は改良工事に要す
る資金に充てるための国
庫補助金 

府補助金  建設又は改良工事に要す
る資金に充てるための府
補助金 

受益者負担金  建設又は改良工事のため
の負担金 

工事負担金  建設又は改良工事のため
の負担金 

他会計負担金  建設又は改良工事のため
の他会計からの負担金 

受贈財産評価額  贈与を受けた財産の評価
額 

再評価積立金  令附則第１１項及び第
１２項の規定により資産
の再評価を行った場合に
おける再評価価額から再
評価以前の帳簿価額を控
除した額 

寄附金  建設又は改良工事に要す
る資金に充てるための寄
附金 

保険差益  固定資産の帳簿価額と当
該固定資産の滅失により
保険契約に基づいて受け
取った保険金との差額 

その他資本剰余金  上記以外の資本剰余金 

                                          」 

に、利益剰余金の款項の欄中「利益剰余金」を「利益剰余金（又は欠損金）」に改め、同表の⑵の

整理勘定中 

「 

負担金返還金    

受益者負担金返還
金 

  

受益者負担金返還
金 

 

                                          」 

を 



 
亀 岡 市 公 報 

 72 

第８１０号平成２４年７月１７日発行 

「 

負担金返還金    

受益者負担金返還
金 

  

受益者負担金返還
金 

 

予備費    

予備費   

予備費  

                                          」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市指定給水装置工事事業者規程及び亀岡

市下水道排水設備指定工事業者規程の一部を改

正する規程を次のように定める。 

 

   平成２４年６月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第１４号 

 

亀岡市指定給水装置工事事業者規 

程及び亀岡市下水道排水設備指定 

工事業者規程の一部を改正する規 

程 

 

 （亀岡市指定給水装置工事事業者規程の一部

改正） 

第１条 亀岡市指定給水装置工事事業者規程

（平成１０年亀岡市公営企業管理規程第２

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第３項第２号中「又は外国人登録証

明書の写し」を削る。 

 第７条第１項中「一に」を「いずれかに」

に改め、同条第２項第１号中「又は外国人登

録証明書の写し」を削る。 

 （亀岡市下水道排水設備指定工事業者規程の

一部改正） 

第２条 亀岡市下水道排水設備指定工事業者規

程（平成１１年亀岡市公営企業管理規程第５

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「（以下「試験」とい

う。）」を削る。 

 第３条第１項中「別記第１号様式による申

請書」を「下水道排水設備指定工事業者指定

申請書（別記第１号様式。以下「申請書」と

いう。）」に改め、同条第２項第１号中「又

は外国人登録証明書の写し」を削り、同項第

４号中「専属する責任技術者の名簿」を「専

属責任技術者名簿」に改め、同項第６号中

「工事の施工に必要な設備及び器材を有して

いることを証する調書」を「機械器具調書」

に改める。 

 第５条第３項中「き損」を「毀損」に、

「別記第６号様式による申請書」を「指定工

事業者証再交付申請書（別記第６号様式）」

に改める。 

 第８条第１項中「別記第１号様式による申

請書」を「申請書（別記第１号様式）」に改

める。 

 第９条第１項中「別記第７号様式による指

定辞退届」を「指定工事業者指定辞退届（別

記第７号様式）」に改め、同条第２項中「一

に」を「いずれかに」に、「別記第８号様式

による異動届」を「指定工事業者異動届（別

記第８号様式）」に改める。 

 第１０条第２項及び第１４条中「一に」を

「いずれかに」に改める。 

 別記第１号様式及び別記第２号様式中

「    様」を「（宛先）」に改める。 

 別記第６号様式中「    様」を「（宛

先）」に、「き損」を「毀損」に改める。 

 別記第７号様式及び別記第８号様式中

「    様」を「（宛先）」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規程は、平成２４年７月９日から施行す

る。 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市上下水道部告示第８号 

 

亀岡市指定給水装置工事 

事業者指定の告示 

 

   平成２４年６月２０日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 下記の業者を亀岡市指定給水装置工事事業者

として指定したので、亀岡市指定給水装置工事

事業者規程第１０条の規定により告示する。 

 

記 

 

１ 指定した日 

   平成２４年６月２０日 

 

２ 指定した業者 

指定 
番号 

業者名 代表者名 住    所 

263 
株式会社 

  シンエイ 

代表取締役 
木原 朗広 

大阪市中央区釣鐘
町２丁目１番４号
ビルハイタウン
３０２号 

 

「掲示済」 

 

公 告 
 

 亀岡市上下水道部公告第５号 

 

 公道下における給配水管漏水等の修繕工事及

び待機業務委託について、公募型（簡易）指名

競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

 

   平成２４年６月１２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 件名 

公道下における漏水等による給配水管修

繕工事及び待機業務 

２ 概要 

履行場所  亀岡市上水道及び簡易水道給水

区域 

内  容  １ 公道下における漏水等によ

る給配水管修繕工事 

２ 出水不良及び水質異常等に

係る事前調査及び対処 

上記内容に係る２４時間体制で

の待機業務 

履行期間  平成２４年７月１日～平成２５

年３月３１日 

 

３ 入札参加資格要件 

（１）亀岡市内に本店を有する「亀岡市指定給

水装置工事事業者」でありかつ、平成２４

年度亀岡市建設工事入札参加資格者名簿の

水道施設工事部門に登載し、過去５年以内

に給水装置工事及び給配水管修繕工事の実

績のある業者５社以上で構成する共同企業

体または、亀岡市指定給水装置工事事業者

で組織する法人格を有する団体であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定
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に該当するものでないこと。 

（３）本入札参加申請書等の提出期限において、

亀岡市の指名停止等措置を受けていないこ

と。 

（４）履行期間内において、２４時間体制によ

り常に連絡が受けられ、対応できる体制を

整えられること。 

（５）発注者から、漏水修繕工事の指示がされ

た場合、平常業務に優先して速やかに対応

し、依頼を受けてから１時間以内に現地調

査、現場着手すること。 

（６）修繕工事の現場において、技術力不足等

による作業の遅延が発生しないよう、状況

に応じ十分な体制を講じ、現場の速やかな

完了に努めること。 

（７）修繕工事に必要な機械器具、管材料及び

補修材料について、速やかに調達できる体

制を整えること。 

（８）共同企業体においては出資比率の 小限

度を１５％以上とし、代表者は構成員中

大とする。 

 

４ 入札の方法 

 資格審査に合格したものにより、競争入札

を行う。 

 

５ 入札参加申請書等の受付 

（１）受付時間 

平成２４年６月１３日（水）から平成

２４年６月１９日（火）まで 

（受付時間：午前９時から１２時、午

後１時から４時） 

（２）提出場所 

亀岡市上下水道部水道課 

（３）提出書類 

指名競争入札参加申請書 

共同企業体協定書 

主任技術者の配置予定書 

６ 入札参加申請書の入手方法 

（１）配布期間 

平成２４年６月１２日（火）から平成

２４年６月１８日（月）まで 

（受付時間：午前９時から１２時、午

後１時から４時） 

（２）配布場所 

亀岡市上下水道部水道課 

（電話：0771-25-6763） 

 

７ 入札条件及び設計図書等の閲覧 

 入札条件及び見積に必要な設計図書等の閲

覧については、入札執行通知書により別途通

知する。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市上下水道部水道課 

    （電話：0771-25-6763） 

 

「掲示済」 
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市立病院欄 
 

公 告 
 

 亀岡市立病院公告第３号 

 

 平成２４年６月１８日に実施した亀岡市立病

院職員（看護師）採用試験の結果、次のとおり

合格者を決定し、職員採用候補者名簿に登録し

たので公告する。ただし、登録有効期限につい

ては、平成２４年１２月２８日までとする。 

 

   平成２４年６月２５日 

 

    亀岡市病院事業管理者 坂井茂子 

 

（候補者受験番号） 

   １ 

 

「掲示済」 
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